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総 務 建 設 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和４年３月１１日（金） 午前１０時 ２分 開会 

               午後 ４時５０分 散会 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 三 好 義 治   副委員長 松 本 暁 彦   委  員 福 住 礼 子 

  委  員 藤 浦 雅 彦   委  員 安 藤  薫   委  員 野 口  博 

  委  員 塚 本  崇 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市長 森 山 一 正 

副市長 奥 村 良 夫  副市長 福 渡  隆 

  市長公室長兼広報課長 大 橋 徹 之  建設部長 武 井 義 孝 

  消防長 明 原  修 

総務部理事 辰 巳 裕 志  同部参事兼情報政策課長 槙 納  縁 

同部参事兼工事検査室長 江 草 敏 浩 

建設部参事兼建築課長 寺 田 満 夫  同部参事兼道路交通課長 永 田  享 

総務課長 川 本 勝 也  防災危機管理課長 川 西 浩 司 

資産活用課長 溝 口 哲 也  財政課長 森 川  護 

市民税課長 妹 尾 紀 子  固定資産税課長 藤 原 英 昭 

納税課長 柳 瀨 哲 宏 

都市計画課長 杉 山  剛  水みどり課長 宮 城 陽 一 

道路管理課長 井 上 斉 之 

選挙管理委員会・監査委員・公平・固定資産評価審査委員会事務局次長 菰 原 知 宏 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局主幹兼総括主査 香 山 叔 彦  同局書記 織 田 裕 太 

 

１．審査案件（審査順） 

  議案第 １号 令和４年度摂津市一般会計予算所管分 

議案第１０号 令和３年度摂津市一般会計補正予算（第１５号）所管分 
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議案第 ５号 令和４年度摂津市財産区財産特別会計予算 

議案第１８号 摂津市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第１９号 摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例の一部を改正す 

る条例制定の件 

  議案第２０号 摂津市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の 

         件 

  議案第２２号 摂津市手数料条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第２５号 摂津市消防団条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第２６号 摂津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件 
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（午前１０時２分 開会） 

○三好義治委員長 ただいまから、総務建

設常任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 各委員の皆様には、お忙しいところ、総

務建設常任委員会をお持ちいただきまし

て、大変ありがとうございます。 

 本日は、先日の本会議で当委員会に付託

されました令和４年度の一般会計の予算

ほか８件について、ご審査を賜ります。何

とぞ慎重審査の上、ご可決いただきますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

○三好義治委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、塚本委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４分 休憩） 

（午前１０時５分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第１号所管分及び議案第１０号所

管分の審査を行います。 

 本２件について、補足説明を求めます。 

 奥村副市長。 

○奥村副市長 それでは、議案第１号、令

和４年度摂津市一般会計予算のうち、防災

危機管理課分を除く総務部の所管分につ

きまして、目を追って、主なものを補足説

明させていただきます。 

 まず、歳入でございますが、予算書の２

０ページ、款１市税、項１市民税、目１個

人は、前年度に比べ、２億７，６１０万円

の増額でございます。目２法人は、前年度

に比べ、３億５，５６０万円の減額でござ

います。項２固定資産税、目１固定資産税

は、前年度に比べ、７，８４０万円の増額

でございます。目２国有資産等所在市町村

交付金及び納付金は、前年度に比べ、６０

０万円の増額でございます。項３軽自動車

税、目１環境性能割は、前年度に比べ、２

６０万円の増額でございます。目２種別割

は、前年度に比べ、３９０万円の増額でご

ざいます。 

 ２２ページ、項４市たばこ税は、前年度

に比べ、１，０００万円の増額でございま

す。項５都市計画税は、前年度に比べ、６

２０万円の減額でございます。款２地方譲

与税、項１地方揮発油譲与税は、前年度と

同額でございます。項２自動車重量譲与税

は、前年度に比べ、７００万円の増額でご

ざいます。 

 ２４ページ、項３森林環境譲与税は、前

年度に比べ、２３０万円の増額でございま

す。款３利子割交付金は、前年度に比べ、

４００万円の減額でございます。款４配当

割交付金は、前年度に比べ、１，２００万

円の増額でございます。款５株式等譲渡所

得割交付金は、前年度に比べ、７，２００

万円の増額でございます。 

 ２６ページ、款６法人事業税交付金は、

前年度に比べ、７，５００万円の増額でご

ざいます。款７地方消費税交付金は、前年

度に比べ、８，６００万円の増額でござい

ます。款８ゴルフ場利用税交付金は、前年

度に比べ、１０万円の増額でございます。

款９環境性能割交付金は、前年度に比べ、

３００万円の減額でございます。 

 ２８ページ、款１０地方特例交付金、項

１地方特例交付金は、前年度に比べ、７０
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０万円の増額でございます。新型コロナウ

イルス感染症対策地方税減収補填特別交

付金は、皆減となっております。款１１地

方交付税は、前年度に比べ、２億５，００

０万円の増額でございます。款１２交通安

全対策特別交付金は、前年度に比べ、２０

０万円の増額でございます。 

 ３０ページ、款１４使用料及び手数料、

項１使用料、目１総務使用料は、庁舎施設

等使用料でございます。 

 ３２ページ、目５土木使用料は、市営住

宅使用料及び市営住宅用地使用料でござ

います。項２手数料、目１総務手数料は、

税務諸証明手数料、税務督促手数料及び審

査請求提出書類等写し等交付手数料でご

ざいます。 

 ３４ページ、目４土木手数料は、自動車

保管場所使用承諾証明手数料でございま

す。 

 ４０ページ、款１５国庫支出金、項２国

庫補助金、目５土木費国庫補助金、節４住

宅費補助金は、市営住宅の長寿命化計画策

定に係る社会資本整備総合交付金でござ

います。 

 ４２ページ、項３委託金、目１総務費委

託金は、基幹統計調査委託金及び統計調査

員確保対策事業委託金でございます。 

 ５０ページ、款１６府支出金、項３委託

金、目１総務費委託金は、府税徴収事務委

託金でございます。款１７財産収入、項１

財産運用収入、目１財産貸付収入は、土地

貸付収入でございます。目２利子及び配当

金は、各種基金利子でございます。 

 ５２ページ、項２財産売払収入は、土地

売払収入でございます。款１８寄附金は、

一般寄附金でございます。款１９繰入金、

項１特別会計繰入金、目１財産区財産特別

会計繰入金は、前年度に比べ、３８万４，

０００円の減額でございます。 

 ５４ページ、項２基金繰入金、目１財政

調整基金繰入金は、前年度に比べ、１６億

７，９６８万４，０００円の増額でござい

ます。目２公共施設整備基金繰入金は、前

年度に比べ、２億５，０２７万円の減額で

ございます。目６減債基金繰入金は、前年

度に比べ、６万９，０００円の減額でござ

います。款２０諸収入、項１延滞金、加算

金及び過料、目１延滞金は、前年度に比べ、

１８０万円の減額でございます。 

 ５６ページ、項４雑入、目１滞納処分費

は、前年度と同額でございます。目２雑入

は、市町村振興協会交付金などでございま

す。 

 ６２ページ、款２１市債は、前年度に比

べ、３億８，２２０万円の減額でございま

す。 

 なお、本年度発行予定の市債の内訳とい

たしまして、目１総務債は、体育館空調設

備整備事業債及び温水プール屋上防水改

修事業債でございます。目２民生債は、民

間保育所施設整備補助事業債及びとりか

いこども園建設事業債でございます。目３

衛生債は、斎場火葬炉設備改修事業債及び

廃棄物広域処理推進事業債でございます。

目４土木債は、橋梁長寿命化修繕事業債、

千里丘三島線道路改良事業債、正雀南千里

丘線外２路線道路改良事業債、交通安全対

策事業債、排水路ポンプ場施設整備事業債、

味舌ポンプ場電気設備更新事業債、三線水

路改修事業債、阪急京都線連続立体交差事

業債及び千里丘駅西地区再開発事業債で

ございます。目５消防債は、広域消防指令

情報システム整備事業債、消防本部車両整

備事業債及び借換債でございます。目６教

育債は、小・中学校屋内運動場空調設備整

備事業債、小・中学校、公民館、図書館情
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報通信ネットワーク環境整備事業債、学童

保育施設増設事業債及び借換債でござい

ます。目７臨時財政対策債は、普通交付税

の交付に伴い、発行が見込まれるものでご

ざいます。借入れ限度額及び借入れ方法等

につきましては、９ページの第３表地方債

に記載のとおりでございます。 

 続きまして、歳出でございますが、６８

ページ、款２総務費、項１総務管理費、目

１一般管理費は、７２ページまでに記載の

とおり、内部事務に係る経費などでござい

ます。目２文書広報費は、郵送や印刷事務

に係る経費などでございます。 

 ７４ページ、目４財産管理費は、庁舎や

集会所に係る維持管理経費などでござい

ます。 

 ７８ページ、目９電子計算費は、庁内の

電子計算処理に係る経費でございます。 

 ８６ページ、目１７諸費は、地区集会所

補修費補助金でございます。目１８財政調

整基金費から目２０減債基金費までは、各

種基金利子を積み立てるものでございま

す。 

 ８８ページ、項２徴税費、目１税務総務

費及び９０ページ、目２賦課徴収費は、税

務事務に係る経費でございます。 

 ９６ページ、項５統計調査費、目１統計

調査総務費は、統計調査に係る経費でござ

います。 

 ９８ページ、目２基幹統計調査費は、各

種基幹統計調査に係る経費でございます。 

 １６０ページ、款７土木費、項５住宅費、

目１住宅管理費は、市営住宅の管理に係る

経費でございます。 

 １９８ページ、款１０公債費、項１公債

費、目１元金は、前年度に比べ、１億１１

４万３，０００円の減額でございます。 

 ２００ページ、目２利子は、前年度に比

べ、１，０９４万４，０００円の増額でご

ざいます。款１１予備費は、前年度と同額

でございます。 

 以上、令和４年度摂津市一般会計予算の

補足説明とさせていただきます。 

 それでは、続きまして議案第１０号、令

和３年度摂津市一般会計補正予算（第１５

号）のうち、防災危機管理課分を除く総務

部の所管分につきまして、補足説明をさせ

ていただきます。 

 まず、初めに９ページ、第４表地方債の

補正をご覧ください。 

 道路等整備事業及び交通安全施設整備

事業につきまして、新たに起債の同意が見

込まれるものでございます。 

 次に、歳入でございますが、１４ページ、

款１市税、項１市民税、目１個人につきま

しては、当初予算において見込んだ金額よ

り増加となる見通しから、４億円増額して

おります。款１１地方交付税、項１地方交

付税、目１地方交付税につきましては、国

の補正予算に伴う追加交付により、４億４，

７６１万円増額しております。 

 １８ページ、款１５国庫支出金、項３委

託金、目１総務費委託金につきましては、

基幹統計調査委託金及び統計調査員確保

対策事業委託金を７６万１，０００円減額

しております。 

 ２０ページ、款１７財産収入、項２財産

売払収入、目１不動産売払収入につきまし

ては、４，３１１万７，０００円減額して

おります。款１８寄附金、項１寄附金、目

１寄附金につきましては、一般寄附金を６

４８万６，０００円増額しております。款

１９繰入金、項２基金繰入金、目６減債基

金繰入金につきましては、１４億２，７０

６万円増額しております。 

 ２２ページ、款２０諸収入、項４雑入、



- 6 - 

 

目１滞納処分費につきましては、３０万円

減額しております。目２雑入につきまして

は、水道事業会計繰出金返還金を４８６万

９，０００円増額しております。款２１市

債、項１市債、目４土木債につきましては、

国の補正予算に伴い、道路等整備事業債及

び交通安全施設整備事業債を６，８５０万

円増額しております。 

 続きまして、歳出でございますが、２４

ページから２８ページ、款２総務費、項１

総務管理費、目１一般管理費、目４財産管

理費及び目９電子計算費につきましては、

決算見込みにより、減額するものでござい

ます。 

 ３０ページ、目１８財政調整基金費につ

きましては、今回の補正財源を調整するた

め、歳入歳出の差額を積み立てるものでご

ざいます。目２１土地開発基金費につきま

しては、千里丘駅西地区再開発事業におけ

る資金需要に対応するため、１４億２，７

０６万円積み立てるものでございます。項

２徴税費、目２賦課徴収費につきましては、

決算見込みにより、減額するものでござい

ます。 

 ３４ページ、項５統計調査費、目１統計

調査総務費及び３６ページ、目２基幹統計

調査費につきましては、決算見込みにより、

減額するものでございます。 

 ６２ページ、款１０公債費、項１公債費、

目１元金及び目２利子につきましては、決

算見込みにより、減額するものでございま

す。 

 以上、議案第１０号、令和３年度摂津市

一般会計補正予算（第１５号）の補足説明

とさせていただきます。 

○三好義治委員長 次に、辰巳総務部理事。 

○辰巳総務部理事 議案第１号、令和４年

度摂津市一般会計予算のうち、総務部所管

の防災危機管理課分につきまして、目を追

って、主なものを補足説明させていただき

ます。 

 まず、歳入でございますが、予算書の４

０ページ、款１５国庫支出金、項２国庫補

助金、目６消防費国庫補助金は、広域避難

検討業務等に伴います社会資本整備総合

交付金及び防災協力農地の標識設置等に

伴います農山漁村振興交付金でございま

す。 

 続きまして、歳出でございますが、８０

ページ、款２総務費、項１総務管理費、目

１０防犯対策費は、防犯対策に係る経費な

どでございます。 

 １６８ページ、款８消防費、項１消防費、

目４災害対策費は、防災活動に係る経費な

どでございます。 

 以上、令和４年度摂津市一般会計予算の

うち、防災危機管理課所管分の補足説明と

させていただきます。 

 続きまして、議案第１０号、令和３年度

摂津市一般会計補正予算（第１５号）のう

ち、防災危機管理課所管分につきまして、

補足説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、２０ページ、

款１８寄附金、項１寄附金、目１寄附金に

つきましては、指定寄附金を７０万７，０

００円増額しております。 

 続きまして、歳出でございますが、２８

ページ、款２総務費、項１総務管理費、目

１０防犯対策費につきましては、決算見込

みにより、減額するものでございます。 

 ５６ページ、款８消防費、項１消防費、

目４災害対策費につきましては、決算見込

みにより、減額するものでございます。 

 以上、議案第１０号、令和３年度摂津市

一般会計補正予算（第１５号）のうち、防

災危機管理課所管分の補足説明とさせて
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いただきます。 

○三好義治委員長 武井建設部長。 

○武井建設部長 それでは、議案第１号、

令和４年度摂津市一般会計予算のうち、建

設部が所管しております事項につきまし

て、目を追って、主なものについて、補足

説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 予算書の３２ページ、款１４使用料及び

手数料、項１使用料、目４農林水産業使用

料は、法定外水路占用料でございます。目

５土木使用料のうち、道路占用料、公園占

用料、駐車場用地使用料でございます。 

 ３４ページ、項２手数料、目１総務手数

料のうち、道路管理課の諸証明手数料でご

ざいます。目３農林水産業手数料のうち、

水路敷地境界明示手数料及び水路敷地謄

本交付手数料でございます。目４土木手数

料のうち、道路敷地境界等明示手数料や開

発許可等手数料などでございます。 

 ４０ページ、款１５国庫支出金、項２国

庫補助金、目５土木費国庫補助金のうち、

都市再生地籍調査委託補助金や交通安全

対策、狭隘道路拡幅整備助成金などの社会

資本整備総合交付金などでございます。 

 ４８ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目６土木費府補助金は、耐震改修補

助金や都市再生地籍調査委託補助金、権限

移譲交付金などでございます。 

 ５０ページ、項３委託金、目２土木費委

託金のうち、河川環境整備工事委託金など

でございます。款１７財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入のうち、道路

交通課の土地貸付収入でございます。 

 ５４ページ、款１９繰入金、項２基金繰

入金、目２緑化基金繰入金は、緑化推進事

業への緑化基金繰入金でございます。 

 ５８ページ、款２０諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち、都市計画図売却収入や６

０ページ、建築確認申請者負担金、自転車

自動車駐車場指定管理者納付金などでご

ざいます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 １４０ページ、款５農林水産業費、項１

農業費、目４農業水路費は、水路台帳作成

業務委託料や１４２ページ、神安土地改良

区負担金などでございます。 

 １４６ページ、款７土木費、項１土木管

理費、目１土木総務費のうち、土木維持作

業業務委託料などでございます。 

 １４８ページ、目２交通対策費は、指定

管理者への駐車場管理委託料や公共施設

巡回バス運行管理業務委託料などでござ

います。 

 １５０ページ、項２道路橋りょう費、目

１道路橋りょう総務費は、千里丘駅前広場

やモノレール駅前広場の管理委託料など

でございます。目２道路維持費は、道路維

持に係る修繕料や道路維持工事などでご

ざいます。目３交通安全対策費は、１５２

ページ、交通安全対策工事や千里丘三島線

（東側）道路改良事業及び正雀南千里丘線

外２路線、（阪急正雀駅前）道路改良事業

に係る土地購入費及び移転補償費などで

ございます。項３水路費、目１排水路費の

うち、ポンプ場施設等維持管理業務委託料

や１５４ページ、味舌ポンプ場水路系施設

電気設備更新工事などでございます。項４

都市計画費、目１都市計画総務費のうち、

１５６ページ、デジタルツインプラットフ

ォーム整備委託料や狭隘道路拡幅整備助

成金などでございます。目２街路事業費の

うち、都市計画課の都市景観事業に係る報

償金でございます。 

 １５８ページ、目３緑化推進費は、摂津

市緑化推進連絡会補助金などでございま
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す。目４公園管理費は、公園維持に係る修

繕料や公園管理委託料などでございます。 

 １６８ページ、款８消防費、項１消防費、

目３水防費は、淀川右岸水防事務組合負担

金などでございます。 

 以上、建設部の所管いたします予算内容

の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１０号、令和３年度

摂津市一般会計補正予算（第１５号）のう

ち、建設部が所管しております事項につき

まして、目を追って、主なものについて、

補足説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 補正予算書の１６ページ、款１５国庫支

出金、項２国庫補助金、目４土木費国庫補

助金は、社会資本整備総合交付金の国から

の内示に合わせ、補正するものでございま

す。 

 １８ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目６土木費府補助金は、大阪府補助

金の額確定に伴い、補正するものでござい

ます。 

 次に、歳出でございます。 

 ４８ページ、款５農林水産業費、項１農

業費、目４農業水路費は、用水ポンプ場施

設等点検業務委託料などの年度末見込額

を補正するものでございます。 

 ５０ページ、款７土木費、項１土木管理

費、目２交通対策費は、道路反射鏡に係る

修繕料などの年度末見込額を補正するも

のでございます。項２道路橋りょう費、目

１道路橋りょう総務費は、光熱水費の年度

末見込額を補正するものでございます。目

２道路維持費は、社会資本整備総合交付金

の活用に伴う路面性状調査業務委託料や

道路維持工事などのほか、大阪府データベ

ースシステム使用料などの年度末見込額

を補正するものでございます。目３交通安

全対策費は、社会資本整備総合交付金の活

用に伴う交通安全対策工事のほか、物件移

転補償費等、業務委託料などの年度末見込

額を補正するものでございます。 

 ５２ページ、項３水路費、目１排水路費

のうち、味舌ポンプ場水路系維持管理業務

委託料などの年度末見込額を補正するも

のでございます。項４都市計画費、目１都

市計画総務費のうち、５４ページ、狭隘道

路拡幅整備助成金などの年度末見込額を

補正するものでございます。目２街路事業

費のうち、都市計画課の都市景観事業に係

る報償金の年度末見込額を補正するもの

でございます。目４公園管理費は、ちびっ

こ広場管理補助金の年度末見込額を補正

するものでございます。 

 以上、建設部の所管いたします補正予算

の補足説明とさせていただきます。 

○三好義治委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 それでは、よろしくお願い

いたします。 

 まず、議案第１号から質問をさせていた

だきます。 

 １番目、全体の予算についてです。予算

書１６ページ、予算全体の規模ですけども、

４４３億円と、過去最大規模になってきて

おります。 

 現在のところ、将来負担比率はゼロで、

全国でもトップクラスではあるんですけ

ども、一人当たりの地方債残高が２０２１

年で２０．７万円、全国では７３４位とな

っております。 

 こういったところを受けて、将来世代へ

のつけにならない財政運営の見通しとい

うものを一つお伺いしたいと思います。 

 二つ目です。予算概要に移ります。予算
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概要２２ページ、ＤＸ推進事業です。ＤＸ

推進事業の企画という文言がございます。

この企画について、どのようなものを想定

されているのか、教えていただければと思

います。 

 三つ目です。予算概要の２４ページ、防

犯カメラなんですけども、今後の見通しに

ついて、お教えください。 

 飛びまして、予算概要８６ページ、市内

循環バスです。この今回の１，２００万円

の補助で、どの程度のカバーができるのか

ということをお教えください。 

 続いて、５番目、予算概要８６ページ、

道路管理事業の中で、管理瑕疵賠償という

文言がございます。 

 先日の議会でもございましたが、道路の

陥没等によって事故が起こったというよ

うなことの賠償の保険かと思うんですけ

ども、これについて、ご説明をお願いいた

します。 

 続きまして、これも予算概要の８６ペー

ジに入ってくると思うんですが、主要事業

にありまして、シェアサイクルの取り組み

です。これが令和４年度から始まるとお伺

いしておりますけども、令和４年度の取り

組みについて、お伺いいたします。 

 続いて、７番目です。予算概要の８８ペ

ージ、橋梁長寿命化修繕事業の中のタブレ

ットレンタル料です。昨年の決算に係る委

員会でも質問させていただいたんですけ

ども、この中身、内容について、お教えく

ださい。 

 続いて、予算概要８８ページ、千里丘９

２号線道路管理事業、この内容について、

お伺いいたします。 

 続いて、９番目、予算概要８８ページ、

道路床版修繕事業なんですけども、令和４

年度の取り組み、そして重点箇所について、

お教えください。 

 １０番目です。予算概要８８ページ、交

通安全対策事業の中で、主要事業のところ

でハンプ設置が記載されています。令和４

年度でハンプをどこに設置されるのかと

いうのと、これまで設置した場所の効果に

ついて、お教えください。 

 続きまして、１１番目、予算概要９６ペ

ージです。公園維持管理事業の中で、照明

管理が入ってくると思うんですが、先日の

代表質問でも言わせていただいたんです

けど、コミュニティプラザの横の街路を歩

いていたときに、街路灯が消えるところに

直面しました。道路の修繕に関しては、Ｌ

ｏＧｏフォームから報告することができ

ると思うんですけども、そういった事態に

直面した場合に、どこから報告していいの

かちょっと分かりかねたので、ＬｏＧｏフ

ォームとの連携について、お伺いしたいと

思います。 

 同じく、予算概要の９６ページです。緑

化推進事業の部分でですね、ゼロカーボン

シティの宣言をされたということで、これ

は今回８３万８，０００円の予算をつけら

れておるんですけども、もう少し予算をつ

けていただけないかと思います。せっかく

ゼロカーボンシティの宣言をされたので

あれば、しっかりとここの部分は推進すべ

きではないかと。特に東京都に比べると、

大阪府は緑化推進が遅れているというこ

とが指摘されています。こういうところを

しっかりとやっていただきたいというこ

とで、これは１回目ですけども、要望とし

ておきます。 

 続きまして、１３番目、予算概要の１０

４ページです。防災についてなんですが、

主要事業の中で、行政タイムラインの策定

というものが挙げられております。この行
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政タイムラインについて、どのようなもの

かお伺いをしたいと思います。 

 同じく、１０４ページ、防災についてで

す。これも主要事業の中にあるんですけど

も、個別避難計画を今どのようなものとし

て計画されていく考えなのかについて、お

教えください。 

 以上、要望１点、質問が１３点で、よろ

しくお願いいたします。 

○三好義治委員長 森川課長。 

○森川財政課長 質問番号１番、今後の財

政見通しについてでございますけれども、

令和４年度一般会計の当初予算額につき

ましては、４４３億４，１００万円で、前

年度に比べ、４２億８，０００万円、１０．

７％の増でございます。 

 社会保障費や普通建設事業費の増を市

債の発行と基金からの取り崩しによる予

算編成を行ったものであります。 

 委員のお話にもありましたように、現在

の将来負担比率については、ゼロ％以下で

ございます。この将来負担比率の早期健全

化基準につきましては、本市の場合は３５

０．０％となっております。この将来負担

比率がゼロ％を超えることがないように、

将来世代に負担を残さないように今後に

つきましても、財政運営に努めてまいりた

いと考えております。 

○三好義治委員長 槙納部参事。 

○槙納総務部参事 それでは、情報政策課

に係りますご質問にお答えいたします。 

 自治体ＤＸを推進するには、これまでの

ＩＣＴの取り組みとは規模も質も異なる

ものであり、しっかり体制を整えて、本腰

を入れて臨む必要があると考えておりま

す。 

 委員がご質問の企画というところにな

りますが、来年度におきまして、体制強化

する方向で進めることとなっております。 

 その中で、基本方針、ＤＸ推進計画、（ビ

ジョン、基本目標、工程表等）、そういっ

たものを策定してまいりたいと考えてお

ります。 

 そうした中で、国の自治体デジタルトラ

ンスフォーメーション推進計画に沿って、

重点事項である行政手続のオンライン化、

自治体情報システムの標準化、共通化をよ

り効果的に、着実に進めていくために、

様々な企画、施策、そういったものを取り

組んでまいりたいと考えております。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 では、３点目の

ご質問、予算概要の２４ページでございま

す。 

 防犯カメラの今後の見通しということ

でございます。 

 防犯カメラなんですけれども、市といた

しましては、これまで設置場所、特に警察

と協議いたしまして、必要性の高いところ

ばかりに順次設置してまいりました。 

 令和３年度も新たに２０台増設いたし

まして、今１３５台体制で運用しておりま

す。 

 今後もし警察等から新たに増設の要望

があれば、その都度検討してまいる所存で

ございますが、今の時点で、例えば何台が

ゴールですという明確な数値は持ってお

りません。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 次、永田部参事。 

○永田建設部参事 それでは、４番目の市

内循環バスの補助金１，２００万円につい

て、どの程度カバーできるかという質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、市内循環バスというのは、大阪中

央環状線の市域西側を循環している近鉄
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バス、これに対しまして、市のほうが補助

金として１，２００万円を交付させていた

だいております。 

 コロナ禍で利用者が減少している中、近

鉄バスにおきましては、収益が下がってお

り、維持確保する上で、交付させていただ

いています。今後は、収益の悪化によって

は、近鉄バスからどう話が来るか分かりま

せんけども、維持確保に向けて、この金額

を持って循環バスの維持に努めてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、５番目の

ご質問、道路管理瑕疵における道路管理事

業の保険料について、お答えいたします。 

 道路管理事業の道路賠償責任保険につ

きましては、市の管理する道路において、

その管理瑕疵により生じた事故により、通

行者など、第三者に被害を与えた場合、市

が道路管理者として国家賠償法等の法律

上の賠償責任を負うことになりますので、

それにより、相手方に支払った損害賠償金

の額を保険金として保険会社から受け取

るものでございます。 

 委員が言われている先般の道路管理瑕

疵を例に申し上げますと、相手方との示談

締結後に通行者の車両に生じた損害のう

ち、本市が補償すべき金額、つまり市の過

失割合分になりますが、これを市が賠償金

として相手方にお支払いをし、契約してお

ります保険会社から本市に保険金が支払

われるものでございます。 

 道路の安全・安心な通行を確保するため

に日常の道路巡視やＬｏＧｏフォームな

どを活用しながら、新たな道路損傷情報の

収集を開始するなど、より効率的かつ効果

的な道路巡視に努めておりますが、令和４

年度におきましても、同様の事案が発生し

た場合に、適切に対応できるよう、道路賠

償責任保険に加入するものでございます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 永田部参事。 

○永田建設部参事 それでは、６番目のシ

ェアサイクルの取り組みついて、お答えさ

せていただきます。 

 本市では、令和２年３月に策定しました

摂津市自転車活用推進計画で、自転車の利

用をしやすいまち、事故のないまちを目標

として、シェアサイクル事業の取り組みと

いうのは、本計画の施策となっております。 

 先日締結しました摂津市シェアサイク

ル実証実験に関する基本協定に基づき、各

公共施設にサイクルポートを設置する準

備を行っております。４月１日のスタート

時点では、市内の公園や公民館などを初め

とした公共施設に２１か所予定しており

ます。既にモノレール摂津駅や南摂津駅な

ども含め、合計、市内に２５か所が設置さ

れる予定となっております。 

 主な設置場所につきましては、安威川以

北地域では、市役所を初め、ＪＲ千里丘駅、

阪急正雀駅の自転車駐車場内や市場池公

園及び明和池公園、また公民館などの公共

施設に設置を予定しております。 

 また、安威川以南におきましては、味生

体育館や別府のコミセン、新鳥飼公民館、

新幹線公園やスポーツ広場などの公共施

設に設置する予定としております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、７番目の

ご質問の橋梁長寿命化修繕事業における

タブレットレンタル料の内容について、お

答えいたします。 

 道路法施行規則に基づいて、橋梁の点検
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結果や橋梁修繕の履歴につきましては、大

阪府のデータベースシステムで管理し、橋

梁の修繕設計や計画設計の業務に活用し

ております。 

 タブレットは、このデータベースシステ

ムと連携しまして、道路パトロール等の業

務においても、橋梁を初めとした道路施設

の損傷状況をその場でタブレットからデ

ータベースに記録することや府下の類似

事例の対処法を参照することができるた

め、迅速な応急対応に寄与しているところ

でございます。 

 令和４年度は、新たに１台追加導入する

ことで、さらに効率化を図り、より維持管

理の強化につなげてまいりたいと考えて

おります。 

 令和４年度の予算額についてでござい

ますが、１台目のレンタル料、これが６万

２，４００円、２台目が新規になりますの

で、初期の設定費用等を含めまして、２０

万５，４００円となります。また、大阪府

のデータベースシステムに接続するため

の認証料といたしまして、１０万８，００

０円を計上しておりまして、合計で消費税

を加算した額、４１万４，０００円を計上

しているものでございます。 

 続きまして、千里丘９２号線の道路管理

事業の取組内容について、ご説明いたしま

す。 

 本市の千里丘７丁目、吹田市の境界付近、

ちょうど正雀川のすぐ近くになりますが、

府道大阪高槻京都線と接する箇所を起点

に、正雀川沿いから健都イノベーションパ

ーク北側の道路に通じる、この路線につき

ましては、本市認定道路、旧千里丘４４号

線でございましたが、正雀川沿いの区間に

つきましては、吹田市の都市計画道路が整

備され、より安全に通行できる道路が完成

しております。 

 令和４年度は、旧千里丘４４号線の廃道

部分と府道及び千里丘９２号線との接続

部について、歩道の復元工事を行うもので

ございます。 

 これにより、新設道路の供用後、千里丘

９２号線と、この接続箇所に変則的な五差

路がございまして、こちらの危険となる交

差点形状が解消され、安全・安心な通行が

確保されるものでございます。 

 併せて、千里丘９２号線におきましては、

道路の区域の一部に民間所有地が存在し

ておりますので、この用地の取得をするも

のでございます。 

 続きまして、道路床版修繕事業の令和４

年度の取り組みと重点の箇所があるかど

うかについてのご質問にお答えいたしま

す。 

 市内には、水路にコンクリート床版を設

置いたしまして、上部を歩行空間として有

効活用している箇所が約９キロあること

が確認されております。 

 これらの中には、設置されてから相当年

数経過しているものもあり、平成３１年５

月には、正雀本町２丁目において、歩道床

版が老朽化により破損するといった事例

も発生しております。 

 これを受けまして、令和２年度には市内

すべて、市内全域において、職員による点

検も行い、現在、緊急性の高い箇所につい

て、修繕を実施しているところでございま

す。 

 ただ、今後はこの床版につきましても、

計画的な維持管理が必要であると考えて

おりまして、現在、水みどり課でも進めら

れております水路台帳整備とも連携、調整

しながら、令和４年度には、業者委託も活

用して、市内全域において、より詳細な床
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版の調査を行いまして、床版の維持管理計

画を策定してまいりたいと考えておりま

す。 

 この重点箇所につきましては、この調査

の中で、水路の重要度、また、床版の通行

が、例えば通学路であるとか、そういった

状況を踏まえて、重点箇所について優先順

位をつけて、計画に沿って、修繕をしてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 永田部参事。 

○永田建設部参事 それでは、１０番目の

ハンプに係る令和４年度の設置場所及び

効果についてのご質問にお答えさせてい

ただきます。 

 令和４年度は、一津屋地区に２か所予定

しております。路線としましては、南別府

鳥飼上線でございます。 

 この路線につきましては、令和３年度に

おきまして、未就学児の移動経路の安全対

策として、４か所実施しておりまして、施

工前後の速度抑制効果検証を実施してお

ります。 

 施工前につきましては、平均３８キロで

走行していた自動車が施行後は平均２７．

１キロと、１０．９キロの減速を記録して

おり、効果が確認できたところでございま

す。そのため、一津屋地区におきましても、

その効果が出るものと期待しており、地域

の交通安全が向上するものと考えており

ます。 

 なお、設置場所につきましては、自治会

や周辺の居住者等の意見を聞き、確定して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、塚本委員

の１１番目のご質問、ＬｏＧｏフォームの

活用についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 市内には、都市公園４２か所、ちびっこ

広場９７か所あり、その維持管理として、

日常点検を行っております。一月ですべて

の公園とちびっこ広場の施設を点検する

ようにしておりますが、照明灯の球切れ、

いたずらや事故による損傷など、突発的な

事象につきましては、多くは利用者や通行

者から連絡を頂き、対応している状況であ

ります。公園などの施設で損傷を発見され

た場合の連絡先としましては、市役所の開

庁時間であれば、水みどり課までご連絡頂

ければ、即時対応させていただいておりま

す。 

 委員からご指摘のありましたＬｏＧｏ

フォームでありますが、導入時には、道路

管理課のみでの運用でありました。現在は

水みどり課においても、公園施設の通報等

に活用させていただいているところでご

ざいます。 

 このＬｏＧｏフォームでありますが、夜

間や休日など、閉庁時間外での連絡方法と

して、活用をいたしており、またＬｏＧｏ

フォーム以外でも、市のホームページを通

じて、ご連絡頂ければ、後日、内容を確認

の上、職員が現地確認を行い、対応させて

いただいております。 

 なお、この運用から３月現在において、

ＬｏＧｏフォームによる情報提供は２２

件ございました。 

 以上です。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 では、１３点目

のご質問、行政タイムラインの具体的な中

身ということで、ご説明いたします。 

 これは、庁内全体の水害対応力を向上さ

せるために、時系列ごとに、どのような部



- 14 - 

 

署がどのような仕事を取り組むかという

のをまとめるものでございます。 

 これまでも水害の庁内対応をまとめて

おりましたけども、それは市内の避難場所

や緊急避難場所への市民誘導を前提とし

ておりました。今回の行政タイムラインで

は、広域避難も含めまして、どのような部

署や班がいつ何をするのか、しっかりまと

めて、分かりやすく動けるようになりたい

と考えております。 

 続きまして、１４点目のご質問、個別避

難計画、具体的に中身ということでござい

ます。 

 日本全国で水害が起こっておりますけ

れども、犠牲になられる方の多くが障害者

や高齢者などの、いわゆる災害弱者でござ

いまして、具体的には避難行動を取らずに、

ご自宅や施設にとどまったために犠牲に

なったケースが多いと。これを防ぐために、

災害時の避難行動の要支援者お一人お一

人にあらかじめ避難計画を市町村が努力

義務として作りましょうということで、令

和３年５月に法改正されました。 

 これを受けまして、災害弱者の方、お一

人お一人に、いつどこに誰と逃げるのか、

事前に計画を作っておく。これが個別避難

計画の中身でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 ここで、室内換気のた

めに、暫時休憩します。 

（午前１１時２分 休憩） 

（午前１１時７分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 ご答弁ありがとうござい

ます。 

 １番目、予算についてでございます。 

 一人当たりの地方債残高の点とかは、今

後もますます厳しくなる財政状況の中で、

気になってくるところではございますが、

将来世代のつけにならない財政運営とい

うことを心がけていただくということで、

お言葉をいただきましたので、引き続き継

続していただくように要望いたします。 

 ２番目、ＤＸ推進事業でございますが、

体制強化等々を企画されていくというこ

とで聞くんですけども、その内容について

は、手続のオンライン化やペーパーレス化

を推進していくと主要事業一覧には記載

されております。特にペーパーレス化につ

いて、やはり現在でも皆さん紙の資料を大

量にお持ちかと思いますが、ペーパーレス

化をどの程度の範囲まで今後進めていく

のかというところについて、お伺いしたい

と思います。 

 ３番目、防犯カメラについてです。 

 １３５台稼働されているということで

ございますが、北摂地域の中では１，００

０人当たりの防犯カメラの台数が、摂津市

は突出して低いということが先日の一般

質問でも出ておりました。 

 そういった状況下において、やはり先日

の代表質問の中でも言わせていただきま

したが、１，０００人当たりの認知刑法犯

件数というものが８．１８件というところ

がございます。これは大阪府内で真ん中ぐ

らいの数字ではあるんですけども、やはり

これを減らしていくという点においては、

防犯カメラというのは非常に抑止力があ

ると私は考えておりますので、今後も防犯

カメラの増設についてしっかりと予算づ

けをしていただきたきますよう要望させ

ていただきます。 

 ４番目、市内循環バスについてなんです

けども、近鉄バスへの補助金によって公共

交通の空白地帯がなくなっていくような
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取り組みをやっておられるのかというこ

とで、非常にありがたいとは思っておりま

す。 

 ただ、バスの運行時間が、朝と夕方は割

とあるんですけども終わりが早いと感じ

ています。例えば、私は千里丘地域に住ん

でおりますけども、鳥飼地域から千里丘地

域にバスで帰ろうと思ったら、午後９時半

が最終なんです。バスに乗ろうとすると非

常に早い時間帯に帰らなければいけませ

ん。摂津市は小さいまちですので歩けない

こともないんですが、やはり歩行困難な

方々のことを考えると、午後９時半という

時間は非常に早いのではないかと思いま

すので、こういったところで不便さを感じ

るところであります。 

 やはりそういった点も加味していただ

いて、今後交渉に臨んでいただきたいと要

望しておきます。 

 ５番目、道路管理事業についてです。 

 管理瑕疵賠償については、理解いたしま

した。ありがとうございます。 

 これも要望になってきますけども、やは

り今後、少子高齢化や財政の厳しさによっ

て道路管理事業というのも非常に難しく

なっていくというところが見られていく

と思います。日本は比較的道路管理につい

ては非常に先進国というか、そういった技

術を持ち合わせているという点がありま

すけども、ＪＲ博多駅の駅前で起こったよ

うな大きな事故が本市においても起こり

得ないように、しっかりとした道路管理を

要望してこの質問を終わります。 

 ６番目、シェアサイクルの取り組みにつ

いてです。 

 令和４年の４月１日から運用されると

いうことでお伺いしました。これも２回目、

要望になるんですが、ちょうどこの４月１

日からＪＲ千里丘駅で行われているレン

タルサイクル事業が、事業所の営業時間の

短縮によって事業を縮小されます。朝夕通

して使っておられる方が非常に多いんで

すが、それでもやはり縮小せざるを得ない

ということで、これから非常に不便になる

というところで、シェアサイクルも一定の

需要が見込まれると思われます。そういっ

たところを加味していただいて、しっかり

と自転車交通の便利さ、摂津市内というの

は非常にやっぱり平たんな土地が多いで

すので、自転車交通の便利さというものを

周知して、そして自転車交通の便利さをし

っかりと維持していただきたいというこ

とを要望しておきます。 

 続いて７番目です。タブレットのレンタ

ル料についてなんですが、内容について理

解いたしました。ありがとうございます。 

 こういったタブレット類は、故障もござ

いますし、そういった保証の問題等々から、

ぱっと見は高価に見えるんですが、どうし

てもデータベース料等々でお金がかかっ

てくるっていうのも理解いたしました。あ

りがとうございます。 

 これはまた、今後道路管理維持に活用し

ていただいて、そして十分な維持管理に努

めていただきたいということで要望とし

ておきます。 

 ８番目、千里丘９２号線についてです。 

 内容について理解いたしました。大体の

場所も把握できましたので、これについて

はしっかりとした整備を行っていただい

て、またそのでき具合を見させていただけ

ればと思います。ありがとうございます。 

 そして９番目です。府道床板の劣化度調

査ですが、水路台帳との連携をしっかりと

やっていただいているということで、ある

一定の安心感もあるんですが、大正川の公
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園から摂津警察署の前に渡っていく橋の

上なんですけども、木の板を使用した橋が

あるんです。そこの床板が傷んで、浮いて

いるような状況がございます。かなりガタ

ガタと音がしておりまして、このままいく

と、多分誰かつまずいて転ぶんだろうとい

うところも予想されます。お伺いしたとこ

ろ、上下水道部で管理されているとお聞き

したので、そこも一度しっかり把握してい

ただいて、その上で床板の点検等々を行っ

ていただければと思います。 

 それから１０番目です。交通安全対策費

のハンプ設置なんですが、ハンプは非常に

効果のあるものでして、特に信号のない真

っすぐな直線道路、そして比較的狭隘で対

向車が通行するような場所においては、非

常に効果的であることが実証されており

ます。 

 摂津市内においてはやはり狭隘な道路

もございますので、そういった箇所、特に

私がぱっと思いつくところでは、阪急正雀

駅の住宅街の中にも狭隘道路がございま

す。ハンプを設置するまでもないかもしれ

ないんですが、非常に煩雑な道路というの

と、学生が非常に多く通られる箇所でもご

ざいますので、一度見ていただけるとあり

がたいと思っております。よろしくお願い

いたします。 

 １１番目です。公園維持管理についてな

んですけども、ＬｏＧｏフォームとも連携

されているということで一定の安心をい

たしました。私も市内のいろんなところを

歩き回っていますので、また見つけさせて

いただいたらＬｏＧｏフォームから送信

させていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 １３番目の防災行政タイムラインにつ

いて、特に広域避難や突然の災害において、

いつ誰が何をするのかっていうのをあら

かじめ決めておくということは非常に大

事なことかと思います。特に連絡が途絶す

るような場合も想定されますので、そうい

ったときに誰が何をしなければならない

かということをあらかじめ知っておくと

いうことは、非常に大事な計画であると理

解いたしました。 

 このタイムラインをしっかりと実行に

移せるように取り組んでいただきますよ

う、これも要望とさせていただきます。 

 続いて１４番目です。個別避難計画につ

いてなんですけども、災害弱者の方を中心

に計画を立てられるとお伺いしました。こ

れは必ずしもイコールではないんですが、

災害弱者の方に、割と特殊詐欺に遭われる

方が多いという傾向もあるかと思ってい

ます。こういったときに、横断的な情報共

有については非常に慎重に取り扱ってい

ただきたいと考えております。 

 こういった情報共有は、しっかりとプラ

イバシーを守った上で情報共有をしてい

ただいて、個別避難計画をしっかりと立て

ていただくというようなことでやってい

ただければと思いますので、これも要望と

させていただきます。 

 以上、質問については１件のみになりま

す。よろしくお願いいたします。 

○三好義治委員長 槙納部参事。 

○槙納総務部参事 それでは、情報政策課

に関わりますご質問にお答えさせていた

だきます。 

 今般の新型コロナ感染症の影響から、テ

レワークの実施やウエブ会議の開催など

の対応が迫られ、職員のテレワークにつき

ましては、一昨年の緊急事態宣言発出を機

に実証実験を行ったところでございます。 

 その中で、起案書の決裁などでは、テレ
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ワークでは事務処理が進まないといった

課題が出てまいりました。令和４年度に向

けて、文書管理システムにおける電子決裁

の導入を検討しておりましたが、添付書類

の問題がございます。これは、Ｅｘｃｅｌ

やＷｏｒｄで作成された資料であれば問

題ないのですが、図面や膨大な資料、そう

いったものが添付される案件もございま

す。添付書類に関するルールや運用などに

関して整理する必要があるということも

あり、見送ったところでございます。 

 今後、財務会計システムも含めた中で電

子決裁の導入に向けて検討を行ってまい

りたいと考えております。 

 一方、現行の情報系パソコン及びネット

ワークの更新を令和５年度に予定させて

いただいております。その中で、議会にお

けるタブレットの導入も検討されておる

ところです。他市では、紙による議案を廃

止し、タブレットで行われているといった

事例もございます。 

 ペーパーレス化につながるものの、運用

で支障はないかなど、今後検討を重ねてま

いる必要があると考えております。今申し

上げましたのは一例でございますが、今後

ペーパーレス化、業務効率化につながる取

り組みを検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

 電子決裁ということでご答弁いただき

まして、こういった取り組みは、ぜひとも

進めていただいて、せっかくゼロカーボン

シティを表明した以上はこういった削減

にしっかりと取り組んでいただきたいと

思います。 

 そして最後、要望とさせていただくんで

すが、同じく主要事業のところで、スマー

ト窓口への取り組みというのが載ってお

ります。 

 ただ、我々の世代だと多分大丈夫なんで

すが、高齢者の方々になりますとどうして

も書き方が分からない、提出する書類が煩

雑だということで、どうしても窓口に行っ

て聞かないと分からないという、いわゆる

デジタルディバイドの問題が必ずついて

回ります。そういったところについてはし

っかりと対応策を残したまま、スマート窓

口の設置に向けて取り組んでいただきた

いということを要望して、以上で質問を終

わります。 

○三好義治委員長 次、福住委員。 

○福住礼子委員 それでは質問をさせて

いただきたいと思います。 

 まず、歳入については１点だけです。 

 予算概要の１９８ページに、市税の３年

分の推移が掲載されております。市民税は

減少傾向であり、固定資産税とか軽自動車

税については増加というような傾向があ

りますけど、その特徴や分析を今後どのよ

うに見込まれているのかについて、お聞き

をしたいと思います。 

 それから歳出であります。 

 まずは資産活用課、予算概要２０ページ

のＦＭ推進事業についてですけれども、令

和３年度には公共建築物構造躯体劣化調

査を初めて行われたと思っております。こ

れを受けて、令和４年度はどんなふうに取

り組まれるのかということを教えていた

だきたいと思います。 

 ２点目は情報政策課になります。 

 予算概要２２ページ、ＤＸ推進事業のス

マート窓口について、実施窓口はどこの窓

口なのか教えていただきたいと思います。 

 ３番目、市民税課です。 
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 予算概要３２ページ、課税事務事業の中

にあります納税通知書等印刷及び封入封

緘の額が、令和３年度から令和４年度に対

してはふえていることと、市税業務委託料

も同じく前年に比べて令和４年度はふえ

ておりますので、この増加した理由につい

てお聞きをしたいと思います。 

 それから４番目、総務課になります。予

算概要３８ページ、基幹統計調査事業とい

うのがありました。令和３年度は市内事業

所や企業を対象にした事業内容、売上設備

投資なんかの調査であったと思っており

ますが、新年度はどんな内容になるのか、

お聞きしたいと思います。 

 それから５番目、防災危機管理課になり

ます。 

 予算概要２４ページ、防犯カメラの設置

についてですけれども、警察がピックアッ

プして、市と協議をしながら設置をされて

いるということで、令和４年度は今のとこ

ろピックアップされていないのかお聞き

したいと思います。 

 それで、平成２５年度に２０台、それか

ら年次的に設置され、摂津市としては５０

台を目指して防犯カメラをつけていこう

という、当時はそういった方向性だったと

思うんです。そのときに、寝屋川市で中学

生が夏休みに拉致をされて、遺体で発見さ

れたという痛ましい事件がありました。楽

しい夏休みのはずが、世間を震撼させるよ

うな事態になったというそういう事件、ま

だ記憶にある方もいらっしゃるかもしれ

ませんけど、この事件を受けて、犯人特定

に防犯カメラが大変有効であったという

経緯があって、各自治体が防犯カメラの増

設をしていったっていうきっかけになっ

たと思います。 

 私も質問でも取り上げさせていただき

ましたし、会派としても市長に要望書を提

出させていただきまして、そしたら全部で

１００台に増設しますと、市長も増設に踏

み切っていただいたということを記憶し

ております。そんな中で、先日も寝屋川市

で専門学生の方が殺害されるような事件

がありまして、このときもやっぱり防犯カ

メラが犯人特定に大変有効であったとい

う、そういった報道を私も見ました。 

 それで、今後何か事件があったら動こう

ということなのか、それともやっぱり丁寧

に、毎年市としても警察と協議しながら安

全確保のために防犯カメラを設置してい

くという考え方があるのか、その辺りにつ

いてお聞きをしたいと思います。 

 それから６番目、予算概要１０４ページ

の防災対策事業の中にあります地域防災

計画、７０８万２，０００円です。改定を

されるという予算だと思いますけども、前

回の改定と今回の改定の違いについて、ど

ういったことを考えているのかについて

お聞きをしたいと思います。 

 ７番目は、防災士取得費用助成金、６０

万円です。防災士取得のこれまでの人数、

分かる範囲と、それから防災サポーターの

養成について、今年度で終わられると思う

んですけども、今のところ防災サポーター

になられた方は何人いらっしゃるのか、お

聞きしたいと思います。 

 それから８番目、防災協力農地について

であります。 

 これは何か案内看板を設置されるとい

うことでした。何か所と、そして平常時に

はそこに作物があるのかないのか、そうい

ったことを聞きたいと思います。 

 それから９番目、道路管理課です。 

 予算概要８８ページ、道路床板修繕工事

について、正雀本町２丁目の用水路の蓋の
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修繕かと思いますけれども、今後のスケジ

ュールについてお聞きしたいと思います。 

 それから１０番目、都市計画課です。 

 予算概要９２ページにあります都市計

画マスタープラン改正案の作成について、

目的と内容、スケジュールについてお聞き

をしたいと思います。たしか２０１５年か

らおおむね１０年間の計画だったと思い

ますので、このタイミングということも兼

ねてお聞きをしたいと思います。 

 それから１１番目、建築課です。 

 予算概要９２ページ、多世代同居・近居

支援事業の１，１７７万円について、毎年

こういった予算の枠だったと思います。こ

の事業の需要性について、どのぐらい効果

があるのかお聞きをしたいのと、あとそう

いうことを実施されているエリア、何か市

内でも特定の地域が多いなど、エリア別の

特徴があればお聞きしたいと思います。 

 予算概要９４ページ、狭隘道路整備事業

の狭隘道路拡幅整備事業助成金、５，００

０万円です。制度の内容についてと、前年

度と同額でありましたが、令和３年度の実

績では補正予算書の５５ページにもあり

ましたように、未執行額があったと思うん

です。それについても併せて教えていただ

きたいと思います。 

 それから次、水みどり課です。 

 １３番目、予算概要の７８ページ、農業

用水路管理事業の修繕料、これが前年に比

べてふえていると思います。前年が１１３

万３，０００円、今回が１，７９８万７，

０００円ということでありますので、この

増額の内容についてお聞きしたいと思い

ます。 

 特に、内水氾濫解析業務委託料は、令和

４年度から３年間の実施とお聞きしてい

たと思いますので、委託料の目的と初年度、

どういったことをされるのかについてお

聞きしたいと思います。 

 １４番目、予算概要９０ページ、排水路

ポンプ場管理事業にあります浸水対策計

画作成業務委託料、１，２５８万４，００

０円の内容についてお聞きしたいと思い

ます。 

 もう一つは、同じく味舌ポンプ水路系施

設電気設備更新工事、これも令和３年度の

２，５１４万６，０００円から、令和４年

度は随分とふえております。予算額が１億

７，７２２万５，０００円になったと思い

ますが、この増加の内容について一緒に教

えていただきたいと思います。 

 １５番目、予算概要９６ページ、公園維

持管理事業であります。 

 トイレ等の修繕について、現在の状況と

令和４年度の計画をお聞きしたいと思い

ます。 

 それとちびっこ広場の維持管理につい

てですけども、この維持管理はおおむね自

治会とか老人クラブとか、そういった地元

の方が担っておられると思いますけど、こ

の地元の方から、何か負担になっていると

いうお声はないでしょうか。自治会が解散

とか老人クラブがなくなったりというこ

とが聞こえてきますと、こういった維持管

理、今後どうなっていくのか気になりまし

たので、その点お聞きしたいと思います。 

 それから１７番目、公園遊具補修事業に

ついてであります。 

 危険度判定結果に基づいて遊具の修繕、

もしくは交換ということになっていくの

かと思います。公園の周囲で住宅が開発を

されたり、居住者が入れ替わったりして、

子育て世代がふえてまいりますと、公園利

用者の要望ということも聞かれることが

あるかと思います。周囲の居住者の状況が
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変化したことに応じて、遊具設置の見直し

ということも検討してもらいたいと思う

んですけども、その辺について考えをお聞

きしたいと思います。 

 １８番目、道路交通課、予算概要８４ペ

ージ、違法駐車追放事業というのがありま

す。令和３年度は６６１万４，０００円、

令和４年度が９２７万９，０００円という

ことでふえていますので、このふえた理由

と、教えていただきたいと思います。 

 それから１９番目、予算概要８６ページ

の公共交通整備事業について、公共交通の

確保維持に道路整備を含めた将来の在り

方をこれから検討されていかれると思い

ますけど、その内容についてお聞きしたい

と思います。 

 ２０番目、予算概要８８ページ、市内循

環バス運行補助事業と公共施設巡回バス

の運行ですけれども、新年度から高齢者の

移動支援サービスが行われると思います。

そのことについて、バスの利用者にどうい

った影響があるのか、どのように考えてい

るのか、お聞きをしたいと思っております。 

 それから２１番目、同じく予算概要８８

ページの交通安全対策事業についてであ

ります。 

 未就学児や通学路の安全確保に向けて

グリーンベルトの設置、またハンプの設置

がされると思います。 

このグリーンベルトの設置は、やはり通

学路のみ行われるものなのかということ

と、それからハンプについては今先ほどの

塚本委員のお話もありまして、減速が見込

まれて効果があるということでありまし

た。 

 私はこのハンプを設置することで、ちょ

っと気になるのが、通り過ぎたときに、音

であったり地面が響いたりするような振

動が周辺には起きてないのかどうかとい

うことについて、お聞きをしたいと思いま

す。 

 それから２２番目、予算概要９０ページ

の阪急正雀駅前の道路改良事業でありま

すけども、これは代表質問でもさせていた

だきましたので、ぜひ早い段階での道路整

備がされて、将来のにぎわいづくりという

ことで、大変また楽しみな話題を提供して

いただけていると思っております。 

 ただやっぱり、長引けば長引くほど住ん

でおられる方、また商業を営む方への影響

も出てまいりますので、順調な用地確保、

そして地域の理解をしっかりやっていた

だきたいのと、決して阪急正雀駅前のにぎ

わいは消えておりませんでして、いいお店

とか楽しんでおられる場所などもありま

す。そういうものを見つける楽しみが私は

あると思うんです。 

 その中でこれからやっていくには、やっ

ぱりわくわく感というのはしっかり持っ

てやっていくことがやっぱり大事です。こ

れは無理だよねというマイナス面ばかり

じゃなくて、小さな楽しみを見つけ出して、

わくわくするようなまちづくりに向けた

ワークショップを開催できるように、これ

からまた下地を作っていただきたいと思

います。前も言いましたけど、長く続けて

きたワークショップ、本当に途中でなくな

るんじゃないかという危機感もありまし

て、やっと会場費の予算は取っていただい

ているんですけども、これがまたいい意味

でのワークショップにつながっていくこ

とを期待をしておりますので、ぜひそのこ

とについては要望とさせていただきたい

と思います。 

 以上です。 

○三好義治委員長 答弁を求めます。 
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 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、市民税課に

係りますご質問にお答えいたします。 

 質問番号１番、予算概要の１９８ページ、

市税の推移につきまして、市民税課に係る

市民税と軽自動車税、市たばこ税について

の推移の部分について、見込みということ

でございましたので、そのことについてご

答弁申し上げます。 

 まず、市民税の中の個人市民税でござい

ますが、こちらにつきましては新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大等の影響とい

うことが見込まれておりまして、令和３年

度当初予算の状況につきましては、令和２

年度よりも減少するという予測を立てて

おりました。しかしながら、令和３年１２

月末時点での歳入状況というのを勘案し

ますと、当初予測していたほどの減少傾向

というのは見られないと考えまして、令和

４年度につきましては令和３年１２月末

時点の調定額を見まして、令和３年度当初

予算額よりも増加した当初予算額を計上

させていただいております。 

 法人市民税につきましては、こちらも新

型コロナウイルス感染症の感染拡大等の

影響によりまして、景気の減退等、また税

制改正による税率の改正というものがご

ざいました影響もありまして、令和２年度

から令和３年度につきましては、当初予算、

現年課税分につきましては減少になると

いう予測を立てておりました。 

 ただし、新型コロナウイルス感染症感染

拡大の対応ということで、徴収猶予という

対応がございまして、令和２年度で収納が

なかった部分が、令和３年度の滞納繰越額

で増額となっておりました関係で、令和２

年度、令和３年度の部分では、法人市民税

全体としてはそれほど落ち込みがありま

せんでした。令和４年度の当初予算につき

ましては、その影響というものもなくなる

ということになりまして、滞納繰越分のほ

うは減額になりますが、法人市民税の現年

課税分も、一定景気の減退というものも落

ち着いた状況にはあると見込みまして、現

年課税分については令和３年度と同様の

当初予算額を計上している状況でござい

ます。 

 次に、軽自動車税でございますが、こち

らにつきましては、軽自動車の登録台数が、

増加をしておる傾向が見られますので、令

和３年度から増額ということで令和４年

度で計上しております。 

 次に、市たばこ税でございますが、こち

らは健康志向に伴う売り渡し本数の減少

というのは続いております。ただし、税制

改正等による税率の引き上げというのが

続いておりまして、令和３年１０月にも引

き上げが行われておりますので、その関係

で、令和３年度と令和４年度と比べますと

増加ということで計上しておる状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 藤原課長。 

○藤原固定資産税課長 それでは、福住委

員の１回目の質問の内容におきまして、固

定資産税と都市計画税に関する部分につ

いて、ご説明をさせていただきます。 

 固定資産税の対象は土地と家屋と償却

資産、都市計画税の対象は土地と家屋とな

っております。令和３年度におきましては、

評価替え及び土地につきましては税額が

上昇する土地の税額を据え置く負担調整

措置、家屋と償却資産につきましては、中

小事業者に対する軽減措置というものが

ございましたことから、税額の減少を見込

んでおりました。 
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 ただ、一方で徴収猶予に伴う滞納繰越分

が固定資産税と都市計画税を合わせて約

２億円を見込んでおりましたので、令和２

年度と令和３年度の税額の推移としまし

てはほぼ横ばいということになっており

ます。 

 続きまして、令和３年度と令和４年度で

すが、令和４年度におきましては、令和３

年度に実施されました中小事業者に対す

るコロナの軽減措置が終了したこと、土地

につきましては、商業地等におきまして税

額を上昇させる措置として、本来であれば

５％であるものを２．５％に据え置く措置

が取られましたが、税額が上昇する土地の

税額を据え置く負担調整措置が終了した

ことによりまして、土地につきましては３，

１００万円増の４０億３，４００万円で見

込んでおります。 

 家屋につきましては、令和３年度に評価

替えが実施され、また新型コロナウイルス

による軽減措置が終了したこと、及び、令

和３年度におきまして新たにマンション

や倉庫が建設されたことによりまして、１

億５，０００万円増の２９億２，１００万

円を予算として見込んでおります。 

 償却資産につきましては、経済に不透明

な部分がございますが、家屋と同様に、新

型コロナウイルスの軽減措置による措置

が終了したことによりまして、６，６００

万円増の１９億２００万円の増と見込ん

でおります。 

 今後につきましては、経済に不透明な情

勢もございます。償却資産等につきまして

は、上位２０社の税収が償却資産全体の７

割を超えるというような状況もございま

すので、経済の情勢によってはかなり影響

が生じます。 

今後の固定資産税、都市計画税につきま

しては評価替え以外の年につきましては

若干の増という形を見込んで、評価替えの

年で若干の減ということで、全体的には緩

やかに上昇していくものと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 溝口課長。 

○溝口資産活用課長 それでは、資産活用

課に係りますＦＭ推進事業についてのご

質問にお答えいたします。 

 令和４年度の取り組みということでご

ざいますが、令和３年３月に公共施設等総

合管理計画を改定いたしまして、その中で

第１次検討期間として、令和７年度までで

再編検討法対象となっております施設を

中心にソフト面、ハード面から総合的に施

設の評価を実施することとなっておりま

す。 

 令和４年度の主な取り組みといたしま

しては、令和３年度に三宅柳田小学校で構

造躯体劣化度調査を行いました。その結果

に基づきまして、今後集約化、複合化等再

編の中心施設として、周辺地域の既存施設

との関係も考慮した適正な再配置の検討

を進めるとともに、今後の目標使用年数に

向けて、必要な修繕措置の検討と維持管理

費用の試算を行う予定でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 槙納部参事。 

○槙納総務部参事 それでは、情報政策課

に関わりますご質問にお答えさせていた

だきます。 

 スマート窓口の対象となる窓口に関す

るお問いでございます。 

 令和４年度はまず市民課、国保年金課、

及び令和２年度に窓口タブレットを活用

した受付業務の実証実験を行いました子

ども教育課、子育て支援課、この４課の窓
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口業務を対象と考えております。 

 来年度、この４課における導入による効

果を検証した上で、次年度以降の対象業務

の拡大等を検討してまいりたいと考えて

おります。 

○三好義治委員長 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは市民税課に

係りますご質問にご答弁申し上げます。 

 市民税課に係ります納税通知書等印刷

及び封入封緘委託料が、令和４年度と令和

３年度とで差が出ている部分の理由とい

うことでございました。 

 こちらにつきましては、納税通知書の印

刷及び封入封緘委託料の当初課税分につ

きまして、債務負担行為を計上しまして令

和３年の１２月に契約しております。契約

期間は令和４年の５月３１日までという

期間となっております。令和３年度につき

ましては、この契約が済んでおるというと

ころで、契約金額についての計上のみをし

ておりまして、当該年度のほうでまた給与

報告、総括表等送付分というのは別にござ

いますが、それと合わせても１，０２０万

円の当初予算を計上しておりました。 

 令和４年度につきましては、同じように

当初課税分とその後の給与報告、総括表送

付分というのを計上させていただいてお

りますが、既に契約済みの分を契約額では

なくて、当初の債務負担行為の額を計上さ

せていただいているという状況で、この差

額となっております。 

 なぜ契約額に落とさなかったかという

ことにつきましては、やはり１２月の契約

から５月３１日までの期間で、年度が変わ

りまして当初納税通知書を送付する段階

までの間に、内容的に急に変更をしないと

いけないような事態が起こった場合に、も

う既に契約している状況で予算がないと

いう状況であれば、対応が非常に難しいと

いうことも鑑みまして、今回につきまして

は契約額での予算計上ではなく、債務負担

行為の額のまま、当初予算の予算計上とさ

せていただきました。 

 次に、市税業務委託の委託料の令和３年

度と令和４年度の違いということでござ

いますが、こちらにつきましては令和３年

１月から令和５年１２月までの複数年契

約の委託をしております。 

 その中で、業務内容としまして証明窓口

であるとか、賦課業務の補助事務というこ

とで、人を雇用して、委託業務を遂行して

いただいている関係で、その年その年で業

務内容が大きく変わるわけではないんで

すが、やはり人件費の部分のところが大き

いとは思います。年度によってそういう差

異が生じるということで、当初の契約を締

結するときに年度での委託料というのを

計上して、計算しておりましたので、その

形で予算計上をさせていただいておりま

す。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 川本課長。 

○川本総務課長 それでは質問番号５番、

予算概要３８ページの基幹統計調査事業

で、令和４年度はどのような調査が実施さ

れるのかというお問いでございます。 

 令和４年度におきましては、就業構造基

本調査が１０月１日基準日で実施されま

す。就業構造基本調査は、統計法に基づき

まして国民の就業の状況を調査し、全国及

び地域別の就業構造に関する基礎資料を

得ることを目的として実施するものでご

ざいます。 

 調査の事項につきましては、就業、不就

業の状態でありますとか、就業されている

方には就業日数、就業時間や、就業されて
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いない方には就業希望の有無、求職活動の

状況などをお聞きする調査でございます。 

 本市におきましては、２２５世帯の世帯

員が対象となる予定でございまして、指導

員１名、調査員１５名で調査活動に当たる

予定でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 質問番号５番

でございます。 

 どういうきっかけで防犯カメラが増設

されるのかということでございます。これ

は事件があって動くのではなくて、警察と

協議をしながら台数をふやしていきたい

と考えております。台数については、また

検討していきたいと考えております。 

 続きまして、質問番号６番でございます。 

 地域防災計画の改定の中身でございま

す。令和２年４月に改定したんですけども、

そのときの改定は大阪北部地震と台風２

１号の反省を踏まえまして、班体制の見直

しというところが主なものでございまし

た。 

 今回、改定を予定しております具体的な

内容は、水害時の広域避難でありましたり、

あと市内の避難先、感染防止の観点から３

密を避けた形で避難所定員を修正いたし

ましたり、また河川防災ステーションの概

念を追加し、あと避難勧告が避難指示に一

本化されましたことに伴う文言整理、この

辺りが柱になってまいります。 

 続きまして、質問番号７番でございます。 

 防災士の資格取得について、今まで何人

ほど補助したのかということでございま

す。防災士補助、令和元年度に５人、令和

２年度に１２人、合わせて１７名の方に補

助しております。 

 また、今年度については３月末頃に予定

をしております。 

 あと、防災サポーターについて、令和４

年度の取り組みはということでございま

す。防災サポーターについては、３年かけ

まして９８名の方に担っていただいてお

ります。令和４年度の新規募集は一旦保留

いたしまして、この９８名の方のスキルア

ップを目指してまいります。 

 具体的には、自主的に自助・共助の牽引

役として地域で活躍していただける、また

何かあったときは避難所運営に率先して

取り組んでいただける、自分たちで自立し

て活動できる団体というところを大きく

は目指していくため、フォローアップ研修

を進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、質問番号８番でございます。 

 防災協力農地の中身と件数等でござい

ますけれども、これは特に大きな震災のと

きの火災の延焼から身を守るために一時

的に農地に避難していただくなどで、防災

協力農地を産業振興課が募集いたしまし

て、現在３５か所の登録がございます。防

災危機管理課といたしましては、誰でも逃

げ込んでいいんですよと、身を守るために

立ち入っていいんですよということで、分

かりやすい看板、つまりピクトグラムを活

用したような看板をこの３５か所に設置

してまいります。 

 なお、これは農地でございますので、作

物等時期によっては実っているとか、植え

ておられるというのは想定しております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 暫時休憩します 

（午後０時   休憩） 

（午後１時１分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 答弁を求めます。 

 井上課長。 
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○井上道路管理課長 それでは歳出に係

ります９番目のご質問で、正雀本町２丁目

の床板修繕のスケジュールに係るご質問

にお答えいたします。 

 正雀本町２丁目の床板修繕は、令和２年

度に地元との意見交換を重ね、３か所の床

板を修繕し、隣接する緑道への通路を確保

することにより、歩行空間としての機能を

復元しております。 

 また、その後におきましても利用状況や

地元の意見も聞きながら改善していくこ

ととなっておりましたが、今年度から令和

４年度初めにかけて、道路維持事業の修繕

料により、数か所の通路を増設する予定を

しております。 

 なお、令和４年度の床板修繕事業につき

ましては、先ほどの塚本委員への答弁にご

ざいましたように、市内の床板約９キロメ

ートル、これにおきまして仮架年次や維持

管理記録、水路台帳整備の取り組みとも連

携調整しながら、床板に係る水路の重要度

を判定し、通学路など上面利用の観点も含

め、修繕の優先度を決定し、床板維持管理

計画を策定してまいります。 

○三好義治委員長 杉山課長。 

○杉山都市計画課長 それでは、都市計画

マスタープラン改定についてのご質問に

お答えします。 

 都市計画マスタープランは、都市計画法

第１８条の２に規定されている市町村の

都市計画に関する基本的な方針のことで、

まちづくりの方針を示すものでございま

す。現行の都市計画マスタープランは、平

成２７年度からおおむね１０年間を計画

期間としておりますが、これまでの間、人

口減少や少子高齢化の進展など、社会情勢

が変化していることや、近年災害、特に水

害が頻発化・激甚化していることから、コ

ンパクトなまちを形成することや、災害に

強いまちづくりを進めていくことが必要

であります。 

 そのために、地域特性も踏まえた方針を

示し、取り組みを進めていくことが重要で

ありますので、都市計画マスタープランの

改定をすることといたしました。 

 また、令和２年度には、大阪府において

北部大阪都市計画区域マスタープランが

改定されておりまして、こうした上位計画

とも整合を図ってまいります。 

 改定内容につきまして、改定版では市域

の全体構想としまして、拠点や拠点をつな

ぐ軸などを設定した将来都市構造や、土地

利用や交通体系、都市施設などの分野につ

いての方針を示します。 

 また、市域を３から４程度の地域に分け、

全体構想で示した方針よりも具体的に地

域ごとの特性を踏まえた方針を、地域別構

想としてお示しします。現行の都市計画マ

スタープランでは、全体的な方針は示して

おりますけども、将来都市構造や地域別構

造が示されておりませんので、改定版でこ

れらをしっかりとお示しします。 

 改定には令和３年度から着手しており

まして、人口、土地利用、交通などの現状

分析と、現行の都市計画マスタープランに

基づく施策の進捗状況の整理、総括を行い、

基本理念やまちづくりの目標を令和３年

度末をめどに決定するよう進めておりま

す。 

 令和４年度中には改定案を策定したい

と考えておりまして、令和５年度にはパブ

リックコメントを実施しまして、最終調整

を行った上で、改定版をお示しする予定で

ございます。 

 併せて、住宅や医療・福祉・商業施設等

の立地の適正化に関する基本的な方針な
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どを示す立地適正化計画を策定しまして、

都市計画マスタープランに内包させる予

定でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 それでは、多世代同居

近居支援補助金のお問いについてお答え

いたします。 

 まず、令和３年度の時点でございますが、

住宅取得補助金につきましては２８件、住

宅リフォーム補助金については申請がご

ざいませんでした。 

 三つ目、転居補助金につきましては１１

件、合わせて３９件で、当初予算を満額達

成いたしておりまして、１月初旬には終了

させていただいているところでございま

す。 

 続きまして、その効果とはというような

お問いであったかと思いますが、令和元年

度からこの制度を開始させていただいて、

実際補助制度をご利用いただいている方

が令和３年度までで８５件ございます。 

その中で、やはり新築住宅の完成入居な

いしは中古住宅の購入ということを契機

にされた申請が多く見られる状況でござ

います。 

 また、市外から転入される場合、子ども

をお連れの子育て世代が多い状況でござ

います。同居に比べ、近居のほうが比較的

多いというような状況でございます。 

 エリア別の特性というお問いでござい

ましたが、安威川以北、安威川以南という

ことで分けてみますと、この令和元年度か

らの傾向で言いますと、安威川以北で５３

件、安威川以南で３２件といった特性が見

られる状況でございます。 

 続きまして、狭隘道路拡幅整備のお問い

にお答えいたします。 

 令和３年度から新しい取り組みとして、

建築課で予算を所管して取り組みをさせ

ていただいているところでございます。 

 今、道路管理課と併せて協働で取り組み

を実施させていただいているところでご

ざいますが、令和３年度におきましては道

路後退の相談が合計で５８件ほどあった

ところでございます。 

 そのうち狭隘拡幅に係る事前協議とい

うことで３７件、この新制度で定めており

ます重点整備地区ということで３地区ご

ざいますが、この地区内が６件ございまし

た。そのうち助成対象になる部分について

は３件といった状況でございます。 

 新制度の周知というところの内容で、主

な取り組みといたしましては、市広報紙４

月号に記載し、さらには、新制度を知らし

めるというところで、不動産事業者団体へ

赴きましてチラシ等の配布お願いをして

いるところでございます。 

 また、窓口に来庁される建築開発事業者

へも併せてチラシ等の配布を、実施をさせ

ていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、水みどり

に関します１３番目のご質問にお答えし

ます。 

 内容は農業水路管理事業の修繕料で、今

年度と来年度の違いについてお答えしま

す。 

 農業水路管理事業の修繕料の内容でご

ざいますが、この修繕料は、水路の維持管

理に必要な修繕料でございまして、水路の

壁面のクラックや管理用通路の陥没、こう

いった事象が生じた場合の修繕料に充て

ております。 

 令和４年度につきましては、一津屋地区
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にあります三線水路、この三線水路につき

ましては、水路の壁面が長きにわたって内

側のほうに、両サイドとも傾いてきており

ます。その沿道には住宅もありますことか

ら、水路の壁面が崩れると、その家屋まで

被害を与えることになるため、令和３年度

におきましては実施設計をさせていただ

き、令和４年度におきまして修繕工事を行

ってまいる内容で、金額が増額となってお

ります。 

 続きまして、内水氾濫解析業務委託料の

内容についてお答えいたします。 

 本市安威川以南の地域は、淀川や安威川、

神崎川に囲まれ、その中を番田水路が流れ

る低平地で、平成２９年度に国より公表さ

れた、淀川の想定最大規模の浸水想定区域

図によれば、最大で約１０メートル浸水し、

浸水期間は２週間継続するとされており、

水害リスクの高い地域となっております。 

 また、安威川以南の公共下水道の雨水整

備率は３５％程度であることから、大雨時

においては水路を活用した雨水排水を行

っており、市内の排水ポンプの多くは鳥飼

水路から番田水路を経由し、神崎川へ排水

しているのが現状となっております。 

 この番田水路と神崎川の接続部には高

潮などによる排水影響、いわゆるバックウ

オーターにより浸水被害の発生するおそ

れがあったことから、平成１９年に番田水

門が設置をされておりますが、番田水路の

持つ流域は広く、本市だけでなく、上流の

高槻市や茨木市の一部エリアも含んでい

ることから、高潮や大雨時に番田水門が閉

門された場合、最下流市である本市にとっ

て、その影響は非常に大きなものとなりま

す。 

 番田水門にあたっては、大阪府や流域市

町など各関係機関により、水門設置に伴う

内水対策などを含め、十分な検討がなされ

ましたが、設置より１５年が経過しており、

各関係機関の排水施設の整備状況や運用

方法も当時から変わっている可能性があ

ります。また、近年の気候変動の影響によ

り降雨が激甚化、頻発化、集中化している

ことなどから、各関係機関の排水施設の現

状を改めて確認、整理し、それらを反映し

た浸水シミュレーションを実施すること

で、現況施設の雨水排除効果を検証すると

ともに、脆弱なエリアの抽出や、浸水被害

の軽減に効果的な対策などを検討し、内水

対策に資する水路の今後の在り方につい

て検討するものです。 

 来年度は初年度に当たりますが、その業

務内容といたしましては、まずは関係機関

にございます資料関係の収集と、それのと

りまとめを行い、令和５年度において、そ

の収集した資料を基にシミュレーション

をかけていき、とりまとめを行う予定とし

ております。 

 続きまして、排水路ポンプ場管理事業の

中の浸水対策計画作成業務委託料につい

ての内容についてお答えします。 

 本市安威川以南の地域については、公共

下水道の雨水整備率が３５％程度と、いま

だ途上にあることから、水路を活用した雨

水排水を行いつつ順次、雨水幹線等の整備

が下水道部局により進められております。 

 一方、合流地域である安威川以北の地域

については、公共下水道の整備が概成され

た地域であることから、安威川沿川に位置

する味舌ポンプ場水路系施設は、計画上は

必要のない施設となりますが、近年の気候

変動の影響により降雨が激甚化、頻発化、

集中化しており、経過降雨を超える大雨も

ふえ、味舌水路へ流入する量も増加してい

ることから本施設は現在も、雨水排除にお
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いて重要な役割を担っております。 

 このことから本施設の受け持つ排水エ

リアを対象に、過去の降雨記録や浸水被害

実績を基に本市の浸水要因を分析し、課題

などを整理するとともに、シミュレーショ

ン等を実施することにより、既存ストック

である味舌ポンプ場水路系施設の効果検

証を行い、本市の超過降雨に対応する浸水

防除施設として位置づけるとともに、今後、

本施設の在り方を検討していくものです。 

 続きまして、味舌ポンプ場水路系施設電

気設備更新工事の本年度と来年度の金額

の差につきましてお答えいたします。 

 味舌ポンプ場水路系施設は、安威川以北

の安威川沿いに位置し、常時、味舌水路に

流れる水を安威川へ強制排水させる施設

であります。 

 合流地域である安威川以北の地域は、公

共下水道が概成した地域でありますが、完

全に公共下水道への接続替えが行われて

いないこと、また、近年、これまで想像し

ていた降雨量を超えるような大雨や局地

的豪雨がふえており、本水路への流入量も

増加していることから、現在も本施設は雨

水排除の重要な役割を担っております。 

 当該施設のポンプなど機械電気設備は

昭和４０年代以降に設置されており、現在

まで日常点検や整備等を行ってまいりま

したが、部品の老朽化等により、ポンプ本

体をはじめとする各機器の更新の必要が

あることから、平成２７年度に施設の更新

計画を立て、計画に基づき順次修繕を進め

ているところであります。 

 平成２７年度には２基のポンプを修繕

し、平成２８年度には１基の修繕を行って

おります。平成２９年度及び平成３０年度

には２基のポンプの駆動設備であるエン

ジン部分の更新を行っております。平成３

０年度で駆動機器に係る機械設備の更新

が完了しております。 

 一方、ポンプの稼働に必要な電気設備に

ついては、これまで大規模な修繕は行われ

ておらず、耐用年数をおよそ１５年前後と

されている年数を経過していることから、

令和３年度より電気設備の更新工事を行

っております。 

 電気設備については、工場での製作期間

が長期にわたることから、令和３年度より

製作を進めておりますが、令和３年度につ

いては、二、三か月程度の短期間で製作で

きる満水検知器など簡易な設備のみを製

作しております。令和４年度には、製作期

間が長期にわたる電気版など全ての設備

が完成することから、１０月以降の非出水

期より、製作した各機器の据付けや設置な

ど本格的な工事に入る予定となっており

ます。 

 また、委員がご指摘の前年度の金額差に

つきましては、機器の完成と本格的な工事

が令和４年度となることから、令和４年度

の予算額が多くなっているものでありま

す。 

 続きまして、公園維持管理事業における

トイレ修繕の今後についての問いにお答

えいたします。 

 現在、市内の都市公園４２か所に２７か

所のトイレが設置されております。 

 公園のトイレにつきましては、和式トイ

レが多く設置されておりましたが、利用者

より洋式化を望む声が多くあったことか

ら、令和２年度末までに改修が可能なトイ

レにつきまして、洋式化を完了しておりま

す。 

 しかしながら、利用者からは、新たに老

朽化した設備の修繕を求める声や、人目を

気にせず安心して利用できるよう、扉や仕
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切り壁、目隠し等の設置、ベビーシートや

おむつの交換台などの設置といった、新た

な機能の追加を求める声が寄せられてお

ります。 

 このようなことから令和３年度は三島

公園、市場池公園、せんだん公園の３公園

におきまして、倉庫を小便器用への改修や

身障者用設備の修繕を行っております。 

 令和４年度におきましては、正雀公園、

鶴野第 1公園、鳥山公園の３公園におきま

して、仕切り壁の設置や屋根の塗装などの

改修を行う予定であります。 

 今後もトイレ施設が清潔で快適に安心

して利用できるよう、改修や修繕を行って

まいりたいと考えております。 

 続きまして、公園維持管理事業のちびっ

こ広場の管理補助でございますが、市内に

ちびっこ広場は９７か所ございます。その

うち８７か所のちびっこ広場において、自

治会など６１団体で、摂津市ちびっこ広場

管理補助金交付要綱に基づき継続管理を

行っていただいております。残りの１０か

所につきましては、市で維持管理を行って

おります。 

 維持管理の内容としましては、同要綱に

定めております広場の清掃や除草、その他

環境整備作業となっており、作業の回数は、

各団体で決めていただいております。 

 補助金につきましては、交付金の申請が

あった団体に対し、交付基準より算出した

金額を補助しております。 

 委員よりご指摘がありました高齢化に

よる負担、こういったものがないかにつき

ましては、ちびっこ広場は地域に密着した

広場であり、自治会やこども会、老人クラ

ブなど地域の団体による維持管理が不可

欠でありますが、課題もございます。自治

会の解散や自治会離れ、自治会への加入率

低下による担い手不足、高齢化問題など、

多数の団体より相談を受けている状況で

あります。 

 現在も３団体より、少子高齢化などによ

る担い手不足に伴い広場の清掃作業が難

しくなったことから、市にお返ししたいと

の相談を受けております。 

 高齢化の問題につきましては、他の団体

などからも相談を受けております。相談を

受けた際には、すぐにちびっこ広場を市へ

返していただくのではなく、維持管理方法

の工夫などについてお話させていただい

ております。 

 例えば清掃では、各団体で回数を決めて

いただいておりますので、夏場の体力的に

きつい時期の清掃を控えていただくこと

で、清掃回数を減らすことができないか、

ちびっこ広場の清掃範囲を縮小させるこ

とで負担を軽減させることができないか

など、あらゆる方法を話し合いながら提案

させていただくことにより、引き続き維持

管理をしていただけている団体も多数ご

ざいます。 

 今後も相談を受けた際には市の方も知

恵を出しながら、清掃などの活動を続けて

いただけるようお願いしてまいりたいと

考えております。 

 最後ですが、１７番目になります公園遊

具についての問いにお答えいたします。 

 公園遊具にはシーソー、ブランコ、滑り

台、複合遊具など多種多様な遊具が膨大に

あり、その維持管理においては、子どもを

はじめ利用者の安全確保を最優先にする

必要があることから、より厳密に施設の安

全性や機能が失われないよう維持管理し

ていくことが重要であります。 

 このことから公園遊具については、国土

交通省の都市公園における遊具の安全確
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保に関する指針に基づき、老朽化の進行具

合や、子どもたちが安全に利用できるか、

また、目的外の利用による破損や損傷の可

能性があるかなど、年１回、様々な角度か

ら遊具の専門家による総点検を実施して

おります。 

 この総点検の結果や公園等、日常管理業

務委託による日常点検の結果、日々寄せら

れる利用者からの損傷に関する情報提供

なども基に利用者の安全確保のために、ま

ずは既存遊具の補修や更新を優先して進

めていること、また、新たな遊具の設置に

ついては、子どもの遊具からの飛び出し、

落下した場合に、既存の施設や植栽などに

衝突し、重要な事故に結びつかないよう安

全領域を十分に確保する必要があること

などから現在、新たに追加で遊具を設置す

る計画はございませんが、地域の特性やニ

ーズ、ご要望の声を聞きながら、その時期

に応じて設置を進めてまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 永田部参事。 

○永田建設部参事 それでは、福住委員の

ご質問にお答えいたします。 

 まず、１８番目の違法駐車追放事業につ

いて、増額の理由はというお問いでござい

ますが、本業務は債務負担を組んでおりま

して、３か年契約を結んでおります。令和

３年度末において契約が切れます。そのこ

とから令和４年度は初年度として新たに

業務委託業者を選定しなければなりませ

ん。そのため設計書を作成し、入札による

業者決定が必要となってまいります。令和

４年度の予算は、予定価格を決めるため設

計を組む上で必要な予算を計上させてい

ただいております。 

 それから、１９番目の公共交通整備事業

についてのご質問でございます。 

 令和４年度におきましては、市民の安

全・安心な移動手段の確保のため、今後の

摂津市の基本となる交通計画の考え方と

事業の進め方について整理するために公

共交通の在り方検討会を設置し、現状の把

握と分析、また、本市を取り巻く将来の交

通環境を想定し、目指すべき道路、交通の

在り方を検討してまいります。 

 検討会では学識経験者や関係部局職員

を交えて、公共交通の課題や問題点を整理、

検討し、市として実施すべき今後の交通計

画の考え方を道路交通計画（案）として取

りまとめていきたいと考えております。 

 そのため市内公共交通基本計画、検討支

援業務委託として、地域概況及び交通現況

の把握、整理、先進自治体の交通計画状況

の把握、公共交通在り方検討会等の運営支

援、道路交通計画の取りまとめが主な委託

内容として、業務委託を計上しております。 

 続きまして、２０番目の高齢者移動サー

ビスが循環バス、公共施設巡回バスに影響

は出るかというご質問でございますが、高

齢介護課が行う移動支援でございまして、

基本的には６５歳以上の要支援１と２に

当てはまる方が対象であります。制度的に

は妊婦の方も利用できると伺っておりま

す。 

 循環バス、巡回バスにについても、利用

されているかも分かりませんが、今後は、

巡回バス、循環バスの利用者の推移を見て、

状況を確認していきたいと思っておりま

す。 

 最後、２１番目の交通安全対策のグリー

ンベルト、ハンプのご質問にお答えいたし

ます。 

 まず、ハンプにつきましては、その効果

につきまして、音、振動についてでござい
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ますが、先ほど塚本委員への答弁のとおり、

平均速度の減少は確認した答弁をさせて

いただいております。 

 今、福住委員のご質問のあった振動、騒

音につきましても同様に測定をしており

まして、まず振動については、施工前が、

平均振動が４５．４デシベルに対しまして

施工後は４６．３デシベルと、０．９デシ

ベル増加しておりますが、騒音に関しまし

ては、施行前が７７．９デシベルに対して

施工後は６７．５デシベルと、１０．４デ

シベル減少した結果となっております。 

 増加した振動につきましては、振動規制

の手引より５５デシベル以下は、人間の感

覚として揺れは感じないが、地震計には記

録される程度の振動ということであると

記載がされておりました。 

 それと、グリーンベルトの通学路のみか

というご質問でございますが、グリーンベ

ルトにつきましては、歩行空間を明示し、

通行する車両等から注意喚起ができるも

ので、効果がある対策であります。 

 通学路及び未就学児が集団で移動する

経路において、これまで学校関係者、教育

委員会、摂津警察、道路管理者と合同で点

検を行って、摂津市の通学路等安全プログ

ラムに、その対策箇所を示しております。

その対策箇所を優先的に取り組んでいる

ところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきたいと思います。 

 市税の推移について、一つ一つ大変丁寧

にお答えいただいてありがとうございま

した。 

 コロナ禍の影響というのがこの２年間

続きまして、この令和４年もどのように続

いていくかが分からない中、また、石油の

高騰とか、ロシアの戦争というものが、こ

れからどのように影響していくというの

は不明な点も多いです。いずれにしまして

も、個人も法人もそれぞれの体力次第とい

うことにあって、厳しい状況になることも

懸念されるのかもしれないと私自身は考

えております。 

 これからの経済の動きというのをしっ

かり見極めていただき、しっかり取り組ん

でいただきたいと思います。大切な歳入で

ございますので、これからの予測、またし

っかり検証していただきたいと思います。

この質問は終わらせていただきます。 

 それから、資産活用課について、令和７

年度までの管理に取り組まれるというこ

とでありましたけど、三宅柳田小学校以外

の対象物というのがどれぐらいあるのか、

そこを教えていただきたいと思います。 

 それから、２番目、情報政策課の窓口に

ついて、次の計画を立てていくというスマ

ート窓口の取り組みだったと思います。 

 これからこういったデジタル化を進め

ていくには、デジタルに対しての理解度と

いうのもやっぱり職員に求められると思

います。人材育成の必要性について、職員

の研修とかそういったことを情報政策課

としてどのように考えておられるのかに

ついて、お聞きをしたいと思います。 

 ３番目の市民税課についてです。 

 課税事務事業の二つのことについてお

答えを頂きました。これからの指定管理の

契約であったり、現在の業務内容であった

りという、そういうお答えだと思います。 

 こういう通知業務については、これから

ペーパレス化というのが本当に始まって

いくと、将来的には減っていくのかもしれ

ません。これから希望者は、紙は要りませ
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んというようなことにもなってくるかも

しれません。今後もそういった業務をしっ

かりやっていただくことと、市税の窓口で

の業務内容も、これから変わっていくかも

しれまんので、そういったところでの契約

の在り方というのは検討というか、検証し

ていただきたいと思いますので、これは終

わらせていただきます。 

 ４番目の基幹統計調査についての質問

です。これについては、国民の就労構造と

いうのを今度は調査されるということで

ありました。この就労、これからどんなふ

うに変わっていくのか分かりません。コロ

ナ禍の影響を受けた労働者もいるでしょ

うし、どんな調査結果になるのか大変興味

のあるというか、そういう調査と思ってお

ります。 

 対象２２５世帯とおっしゃったと思い

ますけれど、どうか丁寧に実施をしていた

だくように、これも終わらせていただきま

す。 

 ５番目の防災危機管理課、防犯カメラの

設置ということで、当然、何か起こったか

らつけるということではなく、協議してふ

やしていくというお答えでした。ただ、や

っぱり危険な箇所、つまり本当に死角にな

っているような場所というのは、これから

もあるかと思いますので、市としても、そ

ういった点検も重ねながら防犯カメラの

設置については積極的な考え方で取り組

んでいただきたいと思いますので、これも

終わらせていただきます。 

 それから、防災対策事業の中での地域防

災計画についてお答えを頂きました。 

 ２点目なんですけれども、避難所運営と

いったことが、コロナ禍というところの大

きな課題で３密を避けるとか、運営という

のはどのように取り組むのかというのは、

これから大事なことなんだと思います。 

 そんな中で女性の視点というのをどう

いうふうに考えておられるのかお聞きし

たいということと、この２年間ほど、ほぼ

自主防災訓練ができていなかったと思い

ます。そんな中で今年順調に、コロナの影

響がなければ再開されると考えていると

ころなんですが、そんな中での訓練の在り

方も、やっぱり見直していくというか、も

っと具体的なことを取り入れていくのも

大事な機会にしてもらったらどうかと考

えているところです。 

 例えば男女の役割を見直すとか、今まで

の指示系統が、これで本当にいいのかとい

うことです。広域避難ということも言われ

ていますけど、今、地元の中でできる行動

を体感できるといいますか、そういった訓

練をもうちょっと中身を変えて実施した

らどうかと思っているので、その点につい

てお考えを聞きたいと思います。 

 ７番目の防災士取得費用の助成につい

ては、分かりました。本来なら次に、令和

４年度の活動はどうしますかと聞こうと

思っていたら、全部お答えいただきました

ので、しっかりと取り組んでいただきたい

と思います。まず、やっぱり防災サポータ

ーというのが９８人養成されたというこ

とで、この防災サポーターを今後どのよう

に活動してもらえるのかというのは本当

に大事だと思っています。 

 過去に認知症サポーターのときは、サポ

ーターという名前をもらって勉強もした

けれど、私たちは何をしたらいいんですか

ということをよく聞かれました。 

 防災サポーターも、いざというときのた

めのサポーターとなるということであれ

ば、やっぱり日頃よりスキルアップをしな

がら、いろんな機会を通して活動できるこ
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とも進めていかないと、せっかくの防災サ

ポーターの役割が、何もなくなっていくん

じゃないかと危惧するところです。 

 代表質問でもやっぱり組織化というこ

とを言わせていただきましたけれども、そ

ういった体制づくり、防災士という人たち

もいらっしゃいますし、何か一つの形をつ

くっていけるように今後取り組んでいた

だきたいと思いますので、これも要望とさ

せていただきます。 

 それから、８番目の防災協力農地の質問

にお答えいただきました。火災時に逃げ込

む場所ということであります。当然、時期

によっては作物があるというようなこと

もおっしゃって、そんなときはどうするの

かだけ、お聞きしておきたいと思います。 

 それから９番目、道路管理課よりお答え

をいただきました。ありがとうございます。 

 用水路の蓋の修繕とか、歩行空間をつく

るとかいうことでお答えいただきました。

府道沿いになるんですけれども、ライフの

前からずっと安威川に向かって歩く府道

沿いに、コンクリートの蓋がかかっている

場所があると思います。そこに隣接してい

る建物の玄関にはコンクリートの蓋をか

けるけど、そうでないところはかけません

というのが、このスタイルだと思うんです。 

 これは府道のところなので、市に言うこ

とではないかもしれないんですけど、やっ

ぱり歩道空間とおっしゃったように、ただ

でさえ狭い道路に蓋がかかっている。かか

っていないところには何か鉄板だけ敷い

ているというように、かえって危険な場所

にしていることは、本当にいかがなものか

と思うところもあります。ぜひそういった

場所について、茨木土木事務所に強く求め

ていただきたいと思います。そういうでこ

ぼこしているまま放っておくのではなく、

きれいに整備していくことを茨木土木事

務所にはぜひ要望していただきたいと思

っておりますので、これは要望で終わらせ

ていただきます。 

 １０番目、都市計画課の都市計画マスタ

ープランについてお答えを頂きました。こ

れからの人口減少や土地利用のことなん

かについて進めていかれるということで

理解をいたしました。少子高齢化とか、防

災とかそういったことを本当に、近年いろ

いろ変化が速いといいますか、そういった

ことでの計画の見直しになっていくのか

と思います。 

 現在のマスタープランを見ますと、今や

ろうとしていることがいろいろと含まれ

ていることを理解しております。これから

先、これが５年先なのか、１０年先の計画

なのか分からないですけれども、将来また

住みたいという魅力のあるような計画に

なりますことを要望したいと思います。こ

れも終わらせていただきます。 

 １１番の建築課の多世代同居・近居支援

事業については、いろいろとご利用あると

いうことで理解をいたしました。 

 地域には別に特段大きな差があるとい

うよりも、やっぱり新築住宅や中古住宅の

購入、子育て世代の方がこの摂津市に来て

くださっているということで、こういう支

援があることは本当にありがたいことな

のかもしれません。ぜひまたその需要に合

わせた形での予算の取り方といいますか、

そういうことも検討していただくように、

これも要望とさせていただきます。 

 それから、狭隘道路の整備事業について

であります。 

 いろいろと整備するに当たっては、何か

取り組みには難しいことがあるのかと思

っておりまして、令和３年度の予算に対し
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て執行があまりできていないように思い

ました。まだまだこの整備事業の理解とい

うか助成金に対して、使い方が難しいのか

もしれませんが、正雀２丁目も今回、この

重点地域のエリアに当たっていたと思い

ます。大阪北部地震や台風２１号のあった

年で、やっぱりこの正雀２丁目のエリアは

随分と被害が多かったので、古い家が多く

密集しているというのと、長屋が多いと思

います。だから、一戸が潰れたら、他の家

にも影響がある可能性もあります。更地に

なっているところもあるんですが、ただ、

道路として広げようというには、十三高槻

線につながっていくエリアにもなります

が、今改修されても困るというような声が、

やっぱりあると思うんです。 

 だから、この制度がもう少し使い勝手が

いいというか、何かもっと一歩進むような

進め方というのを検討されたほうがいい

と私は思ったりしますので、その点につい

て、もう一回だけお答えいただけたらと思

います。 

 それから、水みどり課の農業水路の修繕

について、お答えいただきました。 

 過去のいろんな大雨のことであったり、

水害であったりというようなことから、こ

れからのシミュレーションをされていく

ということだと思います。実効性のある検

証をしていただいて、取り組まれることを

要望したいと思います。 

 あわせまして、次の排水路ポンプ場の管

理について、浸水対策の計画と味舌ポンプ

場の水路の電気設備の内容についても理

解をいたしました。 

 特に味舌ポンプ場は、昭和４０年代とお

っしゃっていましたが、もうほぼこれも還

暦に近くなってくるような施設というこ

とで、更新しなければいけないものがある

ということも理解いたしました。 

 また、近年の大雨被害というのをやっぱ

り考えていく必要がある施設だと思いま

すので、しっかりとそういったことも丁寧

に取り組んでいただくように、これも要望

とさせていただいて終わります。 

 次に、１５番目の公園維持管理について、

トイレの修繕のことは理解をいたしまし

た。洋式に変わったり、壁や扉を設置いた

だいているというようなことで、これから

令和４年度も三つの公園の改修をしてい

ただけるということであります。 

 きれいなトイレというのはやっぱり気

持ちがいいし、いい公園という一つの看板

にもなると思います。それだけに、そうい

った維持、また、改修ということも必要で

あり、求められることも多いんですが、使

う側のモラルということも、やっぱり大事

だと思います。 

 そういう意味でもモラルが維持できる

ような何か工夫というのは、これからも考

えていかなきゃいけないと思いますし、や

っぱり一時話題になりましたトイレの目

的外使用みたいなことが絶対起こらない

ように、維持管理を徹底していただきます

よう、これも要望とさせていただきます。 

 次に、公園遊具については、新しいもの

をつけるというのは、なかなか難しいこと

だと思っておりますが、楽しめる公園の空

間、また、運動ができる空間、子どもたち

が安全に遊べる空間として、大事なことだ

と思っております。この公園の在り方とい

うのに、これからも注目していきたいと思

っていますが、今回、明和池公園において

キッチンカーを集めてのイベントを通し

て実証実験していただけるとお聞きをい

たしました。 

 私も令和２年の第４回定例会のときに
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飲食店の応援ということで、このキッチン

カーの取り組みをしてはどうかというこ

とで質問させていただいておりましたの

で、この開催は楽しみにしていきたいと思

っています。 

 ただ、この質問をしたときには、やっぱ

りテーマが事業所の応援ということだっ

たので、産業振興課が答えていただきまし

た。 

 公園とイベントのくっつけ方というか、

他課との連携によっては、こういう使い方

を展開できるという一つの事例だと思う

んです。だから、公園を担当される水みど

り課でしたら水みどり課が、もっと何か事

業につながっていくような提案ができる

のであれば、これはいいことだと思ってい

ます。 

 これからの摂津市のまちづくりや、にぎ

わいの創出を図っていこうという、本市の

これからの取り組みでもありますので庁

内連携された、実効性の高いもので進めて

いただきたいと思っておりますので、これ

も要望して終わらせていただきます。 

 それから、ちびっこ広場の維持管理につ

いては、工夫とかしながら担い手不足を補

っておられるという、本当に苦労が多いこ

とだと思います。 

 今、摂津市には美化ボランティアという

ことで、活動が月１回、３か所ぐらい指定

して順繰りにやっていると思うんですけ

ど、この美化ボランティアは、何か活用方

法というのを考えてみてもいいんじゃな

いかと思います。 

 中には、この美化ボランティアのジャン

パーを着て、自分一人ではさみを持って、

自分の地域だけを掃除なさっている方も

いらっしゃるんです。それは、やっぱり使

命感だと思うんです。 

 こういうちびっこ広場の管理なんかも、

ボランティアを募集して、何かつなげるよ

うなことができないかと思っております

ので、検討していただければと思いますの

で、これも終わらせていただきます。 

 次に、１８番の道路交通課の違法駐車追

放事業について、入札のための予算だとい

う話でありました。 

 この違法駐車追放事業の見回りなんで

すけれども、効果についてお聞きをしたい

と思います。 

 次に、公共事業整備の中で検討会を設置

して、これからの交通計画を立てていく、

空間利用を考えていくというお話だった

と思います。その中で令和４年度は、シェ

アサイクルに取り組まれます。このシェア

サイクル事業の仕組みを教えていただき

たいと思います。 

 ２０番目の循環バスと公共施設の巡回

バス、これがどのぐらい影響があるかとい

うことでお答えを頂きました。 

 まず、今利用されている方を見ると、こ

の高齢者移動サービスを使われる方と、あ

まり影響がないんじゃないかというお答

えだったと思います。 

 介護保険を使っているという枠で今回

は、こういう事業になっていくんですけれ

ども、ただ、それが多く広がっていくよう

であれば、この循環バスというのも、何か

見直さなきゃいけないことにつながるか

もしれませんので、新しい事業を注視しな

がら、循環バスの在り方というのを検討し

ていただくようにお願いをしたいと思い

ますので、これも終わらせていただきます。 

 ２１番目の交通安全対策についてであ

ります。ハンプの効果について、また、そ

の振動や騒音については、あまり心配がな

いということでありました。 
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 それと、グリーンベルトの設置について

来年度はいろんなところで、つけていただ

くということでお答えも頂きました。 

 このグリーンベルトについてなんです

けれども、市民の方には、それが通学路か

どうかということよりも、やっぱり狭い場

所で人が通るところにグリーンベルトを

敷いてもらうと運転手の意識が高まって、

歩行者の安全につながるだろうという考

え方があると思うんです。 

 それだけに人から見たら、何でこんな細

いところにグリーンベルトを敷いている

のに、ここは敷いてもらえないのかと思わ

れる市民もいらっしゃると思います。 

 例えば、阪急正雀駅のガードは、通学路

ではないけれども敷かれています。でも、

だんだんと消えてきています。そしてまた

新たに敷くのか敷かないのかという話も

出てきます。このグリーンベルトの在り方

というのと歩行者の空間をどのように整

えるかということについては、しっかりと

検証しながら、これからも進めていきたい

と思っておりますので、よろしくお願いを

いたします。これも要望で終わらせていた

だきます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 溝口課長。 

○溝口資産活用課長 それでは、資産活用

課に係りますＦＭ推進事業の２回目のご

質問にお答えいたします。 

 先ほど説明いたしました令和７年度ま

での第１次再編検討期間における残りの

施設でございますけれども、三宅柳田小学

校以外で１０施設を対象としております。 

 主立った施設で申し上げますと、環境セ

ンターのリサイクル室、車庫、また、温水

プールや教育センター、シルバー人材セン

ターのワークプラザ、さわやか広場とりか

いなどの１０施設でございます。 

 今後、施設のソフト面・ハード面につき

まして調査・検討、分析を行い、再編に向

けて協議をしてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 槙納部参事。 

○槙納総務部参事 それでは、情報政策課

に関わります質問にお答えさせていただ

きます。 

 国のデジタル社会の実現に向けた重点

計画におきまして、誰一人取り残されるこ

となく、多様な幸せが実現できる社会を目

指しており、この社会を実現するため施策

を展開する六つの分野の一つに人材育成、

デジタル人材の育成確保が挙げられてお

ります。 

 国におきましても、デジタル化による改

革のために不可欠な人材が質、量ともに社

会全体で不足しているとされています。 

 このためデジタル社会の担い手となる

人材を充実させるため、様々な教育機会を

提供し、人材が産官学の様々な主体の中で

活躍し、育っていくための実効性のある対

策を行うということを国も計画で示して

おります。 

 本市におきましてもＤＸ活用リテラシ

ーの向上に向けて、自治体ＤＸ、一般研修

であったり、ＤＸ推進部署の人材育成など、

令和４年度に委託を予定しておりますＤ

Ｘコンサルタントの支援も受けながら取

り組んでまいりたいと考えております。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 女性の視点を

生かした防災、特に自主防災活動での女性

の活躍についてというご質問でございま

した。 

 これまで本市では女性の視点での防災
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に取り組んでおりまして、市のほうではお

着替えテント、授乳テントでありましたり、

生理用品などの備蓄品の配備を進めてま

いりました。 

 また、災害時に備えまして、全ての避難

所に女性職員を配置する体制も組むなど

女性の避難活動生活、サポートする体制づ

くりにも注力してきました。 

 このような中、自主防災訓練を見ますと、

令和２年度、令和３年度と自主防災訓練は

行われませんでしたが、令和元年度の状態

では依然として、やはりリーダー役は男性

の方が多い、炊き出し訓練は女性の方が多

いという、これは事実でございます。 

 ただ、我々も一定その辺り、男女の性差、

固定的な役割分担にかかわらず、取り組ん

でいただきたいという働きかけ方をして

おりまして、一部の校区ではもう既に、性

別にとらわれない動きも見られるところ

もございました。 

 ただ、一部限定的な地域にとどまってお

りますので、我々といたしましては引き続

き、自主防災訓練などの場、事前準備、事

前打ち合わせを通じまして、働きかけてま

いりたいと考えております。 

 あと、自主防災訓練、もうちょっと実働

的にしてみてはどうかというお問いだっ

たんですけれども、令和元年度で先進的な

取り組みをされている校区も幾つかござ

いました。 

 例えば避難所運営訓練で、自主防災会だ

けで回してみようとかそういう動きがあ

りまして、我々としましては、ほかの校区

の自主防災会の役員にも、ぜひここの校区

は見てほしいということでお声がけさせ

ていただいておりました。いろいろほかの

地域の方にも刺激を受けていただきたい

ということで、令和元年度、一歩踏み出し

たところだったんですけれども、令和２年

度、令和３年度とコロナの影響により、訓

練中止ということで水を差された形でご

ざいます。 

 これにつきましては、また我々もいろい

ろ働きかけながら、実働的な自主防災訓練

になるように努めてまいります。 

 続いて、防災協力農地のお問いでござい

ます。産業振興課が所管になりますが、防

災協力農地、７日間以内の立入りでしたら

補償金制度がございます。７日間を超えて

８日以上使う場合、または資材置場として

使う場合は、必ずまた所有者の方の同意を

取るというところと、今度は使用料であっ

たり、農業補償金というような補償制度が

ございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 それでは、２回目の狭

隘道路拡幅整備に関するお問いであった

かと思います。 

 こちらは、使い勝手が悪いんじゃないか

というようなお問いでもございました。 

 令和３年度から新制度に見直しをさせ

ていただいた経過といたしましては、福住

委員がおっしゃっているとおり、大阪北部

地震、台風２１号以後、やはり建て替えが

結構出てきているということで、狭隘道路

拡幅の協議件数も比較的多くなってきて

おる状況がございました。 

 そういった中で選択と集中というとこ

ろと、大規模な公共インフラ事業が近隣に

あるというようなところと、木造老朽住宅

が密集しているようなところ、そういう部

分を含めて重点地区３地区を選定いたし、

そこに集中して狭隘道路の拡幅というこ

とを新制度で目指してきたところでござ

います。 
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 今年度実施をさせていただいている中

で、地区に含まれるところと、それ以外と

いうところで、やはり助成の対象にならな

いということで、我々求めております道路

の中心後退、プラス側溝部分４０センチの

拡幅というところが、なかなか理解が得ら

れないというような事象もございますの

で、今後、地域の事業者を含めて、そうい

う助成の内容と併せて、そういう漏れのな

いような形で行政指導を含めて継続的に

進めていきたいと考えております。 

 ただ、委員がおっしゃっているとおり、

足らざるところは、やはり見直すべきであ

ると原課といたしましても、認識いたして

おります。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 永田部参事。 

○永田建設部参事 それでは、福住委員の、

まず１８番目の違法駐車の見回り効果に

ついてのご質問でございますが、まず違法

駐車追放事業の内容でございますけれど

も、市内の違法駐車防止に関する条例に定

める、重点地域及び重点路線における違法

駐車防止に関する助言・啓発活動を行って

おります。 

 重点地域としましては、ＪＲ千里丘駅及

び阪急正雀駅周辺を重点地域として、その

地域内にある重点路線、それを決めまして、

徒歩によって指導・啓発を行っている状況

でございます。 

 特に悪質な違法駐車につきましては、警

察へも通報して、年間で何件かは警察によ

る移動もしているような状況で、効果はあ

ろうかと思っています。 

 また、そのほかにも鳥飼地域を重点に迷

惑駐車防止指導活動業務として、パトロー

ル車によって週２回、啓発チラシ、自動車

のワイパーに差し込んで、車載マイクによ

る呼びかけ、広報活動を実施しております。

ほかにも市民からの要望に応じまして、違

法駐車の啓発を行うよう、市内のパトロー

ルをしているような状況でございます。 

 続きまして、１９番目のシェアサイクル

の利用の仕組みについてでございますが、

今回、シェアサイクルを導入するに当たり

まして、このシェアサイクル自身が、摂津

市域内だけでは効果が発揮できないもの

と考えております。 

 周辺におきましては、豊中市とか尼崎市、

あるいは西宮市においてすでに実施され

ておりまして、吹田市や大阪市、堺市など

にもどんどん拡大していっているような

状況で、摂津市内におきましても先ほどの

答弁のように、予定では２５か所を４月１

日から順次整備していく予定でございま

す。 

 このシェアサイクルというのは本会議

の答弁でありましたように、ポート、これ

があるところで、自転車を貸し出し、別の

地域にあるポートに返却ができるという、

そういった乗り捨てができるというよう

な特徴がありまして、移動には有効的なも

のと考えております。 

 利用方法につきましては、スマートフォ

ン、タブレット端末にダウンロードした

「ハローサイクリング」のアプリ、もしく

はウエブから会員登録をします。 

 自転車を借りる場合はアプリからポー

ト、ステーションを検索し、貸し出し可能

な自転車を予約して借りることができま

す。返却につきましては、自転車を返す際

の返却したいステーションに自転車を止

め、鍵をかけて車体に取り付いているパネ

ルに表示しているリターンボタンを押し

て返却可能となります。決済については、

クレジットカードや携帯によるキャリア
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決済などで自動に決済される仕組みとな

っております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ありがとうございまし

た。 

 資産活用課について、令和７年度までに

対象となる施設が１０施設あるというこ

とでありますので、こういった取り組み、

難しいこともたくさんあると思うんです

けれども、一つずつ丁寧に取り組んでいた

だきますように、要望とさせていただきま

す。 

 ２番目のＤＸ推進事業の推進部署を立

てて、また、コンサルに委託してというお

話がありました。このスキルを上げていか

なければ、やっぱりついていけない事業だ

と思いますが、一方で、使う側の市民にも

やっぱりこの理解度を高めることで利便

性が上がっていくと思います。情報弱者に、

使えることの利点というものが分かりや

すく伝わるように努力していただいて、こ

のデジタル化の推進、これからどんどん広

がると思いますので、全庁挙げて頑張って

ください。これも終わらせていただきます。 

 それから、６番目の防災対策の地域防災

計画、女性の視点についてお答えいただき

ました。それとまた自主防災訓練のこれか

らの内容についても、また努力されるんだ

と思います。 

 今、自治体防災情報というのが避難勧告

ということから避難指示というのに変わ

りました。これもまだ迷ってらっしゃる方

もいらっしゃると思うんですけれども、こ

ういったことの一本化になったことの周

知なんかも、避難につなげるには大事なこ

とかと思っておりますので、これが確実に

皆さんに分かるように理解をしていただ

きたいと思っています。 

 いずれにしても、自分の命は自分で守る

んだという意識の醸成が大事だと思って

います。まだやっぱりどこかで行政が何か

してくれるん違うかなというようなこと

では、もう間に合いませんので、そういっ

た市民の意識の醸成というのも図ってい

ただけるように、そのための自主防災訓練

の在り方というのにつながっていくんじ

ゃないかと思います。やっぱり防災サポー

ターの活用というのも、各地域にいらっし

ゃるわけですから、そういった人たちがや

っぱり呼びかけていくというのも一つの

手段と思っております。 

 今日は「３．１１」ということで、東日

本大震災から１１年がたちました。このこ

とに対して全国の自治体職員が、被災地に

入って、１年、２年と一緒になって働いて

こられました。摂津市の職員も被災地へ行

かれたことがあったと思います。このこと

がやっぱり全国的に、自治体間の連携を強

めていくきっかけにもなったと言われて

おります。近隣市であっても、また広域化

の避難であっても、やっぱりどれだけ協力

していけるか、また、摂津市としては発信

できるかということも本当に大事なこと

だと思っております。そういった取り組み

もいろいろと踏まえながら、ぜひよろしく

お願いいたします。 

 １点だけなんですけれども、災害時に人

的な被害を占めるその割合はやっぱり高

齢者、そして、災害弱者と言われる方が多

い傾向があると思います。こういった方た

ちをどのように避難させるかということ

で個別避難計画にこれから取り組んでい

かれると思います。令和４年度は、特に難

病とかそういった方を対象にした計画に

なっていくんだと思いますけど、そういう
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ことも早くしていかないといけませんし、

行政タイムラインと一緒にマイタイムラ

インの普及も取り組んでいただくように

要望したいと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 それから、８番目の防災協力農地につき

ましては、作物があった場合の保証につい

て理解をいたしました。またこれもどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 あと、看板について、急にこれ何かなっ

て思われるかもしれませんけど、ぜひいい

看板を設置していただきますよう、よろし

くお願いしたいと思います。 

 それから、狭隘道路の整備です。これか

ら中身についてまた見直すことは見直し

ていこうというご答弁だったと思います

ので、ぜひよろしくお願いして、狭隘道路

が本当に整備されることを願っておりま

す。市道じゃありませんから、ぼこぼこし

ていてもすぐに整備されることはなかな

かありません。市民は整備してくれないと

思っております。でも道路整備はすごく大

事なことやっていうことはみんな分かっ

ていると思いますんで、この道路整備、ま

た狭隘道路の整備事業をしっかりと行っ

ていただくようによろしくお願いしたい

と思います。 

 あと、道路交通課の違反駐車追放事業に

ついてです。これはパトロールの効果があ

るというお話でした。阪急正雀駅に近いと

ころでも、やっぱりコインパーキングがす

ごくふえてきてまして、稼働率も上がって

おり、結構いつも満車状態になっておりま

す。違法駐車に対する意識がやっぱり高ま

っているんだと思います。そういう意味で

は、違法駐車が本当に減っていくんだった

らこの予算の見直しっていうか、そういう

ことも検討していただきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いをいたします。 

 それから、公共交通事業、１９番目の質

問のシェアサイクルに係る取り組みをい

ろいろとお聞きをいたしました。決して乗

り捨てはできないということで、ちゃんと

お金を払わないといけないっていうこと

も分かっておりますけれども、そこでやっ

ぱり自転車のルールをしっかり守ってい

ただくことは大事だと思っています。歩行

者と自転車の通行整備を監視していただ

きたいのと、特に交差点での擦れ違い、自

転車が擦り抜けて通っていくんです。見て

て怖いなと感じていて、自転車を運転して

いる人は自信満々なんですけど、歩いてる

人は気づかないで歩いています。そういっ

たことでの自転車利用のルールを周知徹

底いただき、また危険な場所ということに

対してはやっぱり観察をしていただきた

いと思っていますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 そして、もう一つは高齢者の歩行が本当

にゆっくりで、交差点では渡り切るまで車

は絶対待ちますが、その他の道路でゆっく

り歩いている高齢者も少なくはないとい

うこともあります。このシェアサイクルが

普及して、自転車と車と歩行者の流れがど

のように変わっていくかはまだ分かりま

せんけれども、やっぱりこういう空間利用

は本当にこれからもよく見ながらやって

いかなきゃいけないし、交通ルールの啓発

を徹底することが大事です。それも併せて

取り組んでいただきますように、よろしく

お願いします。 

 以上です。 

○三好義治委員長 ここで、室内換気のた

めに、暫時休憩します。 

（午後２時１２分 休憩） 

（午後２時１７分 再開） 
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○三好義治委員長 再開します。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それでは、先ほど来出て

いますけども、今日は３月１１日というこ

とで、ちょうどもうすぐ午後２時４６分で

す。１１年前もちょうど当時の総務常任委

員会が開催中でありました。本日は「３．

１１」ということで、冥福を祈りながら、

質問をさせていただきたいと思います。 

 それでは、まず１番目ですけども、令和

３年度の補正予算の財政全般ということ

になります。先ほどいろいろご質問があり

まして、市民税等の経緯についても答弁が

ありました。今回補正されているのは市民

税の個人分が４億円補正されているとい

うことで、おおむね補正前の額より１０％

ぐらいを増額されております。コロナによ

る落ち込みがそんなに影響なかったとい

うことで、これは非常によかったと思って

いるところでございます。同じように地方

交付税も普通交付税の４億４，７６１万円

が増額にされておりますが、交付税がこの

時期に増額されるのは非常に異例だと思

いますので、これは国のほうでいろいろあ

ったんだと思っています。そういうことも

踏まえてこのことについて教えてくださ

い。 

 それから、同じ２０ページに減債基金の

繰入金が１４億２，７０６万円とあります。

これは増額されていまして、これらが土地

開発基金に積み替えられているというこ

とで、先日の代表質問でもありましたけど

も、千里丘西地区再開発事業の関係地権者

の８割が地区外に出られるという答弁と

関連すると思っています。これはどちらか

というと、駅前等再開発特別委員会の所管

になるとは思うんですけども、でも財政全

般ということなので、その辺の認識と合わ

せて、奥村副市長からこのことについてご

説明していただきたいと思います。 

 それから、令和４年度の財政全般という

ことになりますが、予算書の３ページ、第

１条で今回の予算については前年度当初

よりも４０億円増額の過去最高の４４３

億４，１００万円となっております。その

要因は、まちづくりが大きく動いていると

いうことが大きなわけですけども、そのこ

とを取り除いて昨今の高齢化社会の影響

であるとか、扶助費がどんどんふえている

ということとかあると思うんですけども、

そういう面でのもう少し特徴についてご

説明をいただきたいと思います。 

 ３番目、固定資産税についてですけども、

これも先ほどいろいろご説明がありまし

て、増額になっている理由として、令和３

年度にマンション等いろいろ大型の建物

が建築されたということがあるというこ

とでございました。それから、マイナスに

なる要因としても、大きな工場が全焼する

というようなこともありましたし、今後に

影響することもあると思いますが、これか

らの見通しとして、安威川以北については

マンションなどが新たに建設されていま

す。新築マンションは５年間の軽減措置が

ありますが、５年を経過すると軽減措置が

なくなるということがあると思うんです。

それから、新しくまちづくりをした吹田操

車場跡地について、ここにも実は多額の投

資をしているわけですけども、それが今や

っと返ってきていると思います。マンショ

ンやその他の建物が建設されております。

まだ工事中の部分もありますけども、二、

三年すればこれがまた歳入につながって

くる、固定資産税の増につながってくると

いうことになろうと思うんです。これも全

体的な話になると思うので、奥村副市長か
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らご答弁いただきたいと思います。固定資

産税とまちづくりの関係性について、日頃

からいつも副市長が先行投資だとおっし

ゃっておられますので、その辺のお考えを

お願いしたいと思います。 

 ４番目、ＦＭ推進事業です。これも先ほ

ど来ご質問がありまして、令和７年度まで

に１０施設を中心に検討を進めていくと

いうことだとおっしゃられました。令和３

年度では三宅柳田小学校の調査をされな

がらやっていくということでしたけども、

この令和４年度の予算の中にも、これはＦ

Ｍで修繕が必要になりましたというもの

が幾つかあったと思うんです。例えば、温

水プール屋根板とか斎場の屋根の修繕と

かいろいろあったと思うんですが、令和４

年度において、ＦＭの関係で新しく修繕を

することになるものについて、答弁いただ

きたいと思います。 

 ５番目、ＤＸ推進事業についてです。こ

れは先ほどありましたんで、要望としてお

きたいと思いますが、どんどん進んでいく

中で、今回三つのことが主要事業として挙

げられています。その中で、自治体専用チ

ャットツールの全庁展開というのがあり

ます。これにつきましては、庁内での職員

同士のやり取りだと理解しているわけで

すけども、民間ではいろいろ問い合わせを

するとかそういう場合、チャットによると

いうのが非常に多くなってきています。市

民とのやり取りについても、ぜひチャット

を活用してもらえたらと思います。実際に

チャットを利用している市町村なんかも

聞いたことがありますので、遅れを取らな

いようにこういう部分も導入を早くでき

るようにお願いしておきたいと思います。 

 それから、あとオンラインによりますい

ろんな相談事とかそういうこと何かも合

わせてできるように体制を取っていただ

きたいということで、これは要望としてお

きたいと思います。 

 それから、６番目。防犯カメラ設置事業

も先ほどありましたので、これも要望とし

ておきたいと思います。今１３５台体制と

いうことで稼働していますが、やっぱり随

分効果が出ていると思うんです。大阪府は

ひったくり犯罪ワーストワンと何年か前

まで言われてましたけども、最近は件数が

減少しています。これはまさに防犯カメラ

の成果だろうと思います。犯罪なんかも随

分と抑止力につながっていることは間違

いないと思うんです。恐らく警察とか自治

会からも設置要望というのは上がってき

てると思いますし、緑の基本計画でも公園

に防犯カメラを設置するということが記

載されていますが、まだまだ設置が進んで

いません。現状は庄屋公園と明和池公園の

みで、あとは検討段階ということですけど

も、こういうことも含めてやっぱり設置す

る必要があると思います。抑止力という意

味で期待をしていきたいと思います。 

 それと、ＪＲの下を通っている坪井のガ

ードがありますが、そこに誰かが動物のお

むつを捨てるんです。去年の６月頃から捨

てられていまして、特定の人だと思います

が、雨が降ったらおむつが膨らんで、それ

を車が踏んでぐちゃぐちゃになっていま

す。そういう状態が続いてる中で、いろい

ろ看板を立てて、ごみ捨て禁止の看板もあ

りますが、ちょうど死角になって見えない

んです。防犯カメラに映らないんです。一

度このことについてはやっぱり警察と相

談していただいて、こういうことについて

も何か取り締まれるようなことも考えて

いただきたいということを要望しておき

ます。とにかく、カメラの増設をよろしく
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お願いします。 

 それから、７番目、自主防災組織の支援

事業についてであります。これも先ほど質

問がありました。令和２年度、令和３年度

は自主防災訓練も行われていなかった。令

和３年度に質問したときには、そういう中

ではあるけど何とか少人数で訓練とか研

修とか、出前講座の実施をしたいと答弁さ

れているんです。なかなかそれも難しかっ

たんだろうと思います。ＳＯＳ避難メソッ

ドも、一昨年発表されていますけども、な

かなか浸透していません。浸透する機会が

ありませんので、まだご理解されてない市

民も多いですから、それをやっぱり令和４

年度についてはぜひともしっかり市民に

浸透させていっていただきたいと思いま

す。それと、分散避難だけじゃなくて、そ

の避難先のこととか、先日の本会議でも議

論になりましたけども、市外だけではなく

て市内でも逃げれる場所がありますから、

そういうところを明確にしていただいて

財産区の公民館とか集会所など安威川以

北にはたくさんあります。こういうところ

とも協定を結んで、災害のときには避難所

として借りるということも可能だと思い

ますし、これは前例がありませんが、ぜひ

進めればすごい取り組みになるんじゃな

いかと思うんです。こんなこともしっかり

と進めながら、このＳＯＳ避難メソッドを

市民にしっかり浸透させていただきたい

と思っています。それと合わせて、先ほど

来言っていますタイムラインです。これを

去年までずっと言ってきまして、もういよ

いよ本格的にやると言っていただいたの

で、このことは非常に高く評価をしたいと

思います。そして、防災サポーターも組織

化をしてしっかり役割を与えて、そしてし

っかり位置づけをして、自主的に動けるそ

ういう体制を取っていくということです

から、これも高く評価したいと思います。

この人たちがこのマイタイムラインの推

進に一役買っていただけるような取り組

みにつないでいただきたいと思っていま

す。そういうことで、これも要望としてお

きたいと思います。 

 そして、市が実施される防災訓練です。

これは、これまでセレモニー性が高いとい

うことで、令和２年度、令和３年度は段ボ

ールベッドの組み立てとか避難所のセッ

ティングの訓練を行われましたけれども、

令和４年度はどんなふうに考えられてい

るのか、これはご答弁いただきたいと思い

ます。 

 それから、８番目に防災対策事業です。

これについては様々な取り組みがされる

中で、ＳＯＳ避難メソッドと関連すると思

いますが、今年３月末に防災ブックを策定

されまして、全戸配布をされます。これに

もマイタイムラインのことを載せていた

だいているということで、大変感謝をして

いるところでございます。これを基に、市

民がマイタイムラインの作成ができるよ

うに推進していきたいと思っているとこ

ろであります。 

 一方で、国土交通省のまるごとまちごと

ハザードマップ事業というものがありま

す。本市でも何箇所か浸水深を示すプレー

トが設置をされていますけども、大阪市な

んかは津波による浸水深が分かるプレー

トを電柱に貼っているんです。独自で意識

啓発をする取り組みも必要だと思うんで

すけども、そのことについてはどう思われ

るのか教えてください。 

 それからもう一つ、令和３年度までで避

難所にキーボックスが設置されました。避

難所開設について全ての避難所にキーボ
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ックスが設置されたと思いますが、その運

用についてどのようにされているのかご

答弁をお願いしたいと思います。 

 それから、９番目、令和３年度の補正予

算で、土木関係です。令和３年度補正予算

書の５０ページです。道路維持費で、委託

料として１，８００万円。また工事請負額

としては６，８００万円補正されています。

そして交通安全対策工事費として１，８３

１万円、それぞれ増額補正をされています。

それぞれどのような工事なのかというこ

とと、この時期に補正になったということ

について、ご説明いただきたいと思います。 

 １０番目、フォルテ摂津自転車自動車駐

車場管理事業です。予算概要で８６ページ

になります。フォルテ摂津自転車自動車駐

車場管理事業について、自転車と自動車の

保管状況です。以前は自動車がどちらかと

言うと、利用量が少なかったと思います。

自転車はほとんど空きがない状況だった

と認識してるんですけど、この状況につい

て、まず１回目教えてください。 

 １１番目、公共交通整備事業です。これ

も先ほど来質問が出ていますが、予算概要

の８６ページです。これは市内公共交通基

本計画検討支援業務委託となっています

が、この委託内容について、まずご答弁い

ただきたいと思います。 

 次に１２番、駅前広場施設管理事業につ

いてです。予算概要の８８ページです。駅

前広場の施設管理事業で、修繕費用がつい

てますが、修繕内容についてご答弁いただ

きたいと思います。 

 次に、１３番目、千里丘９２号線道路管

理事業についてです。これも先ほど質問が

ありました。予算概要の８８ページですけ

ども、一つは歩道のない道路を修復すると

いうことと、もう一つは用地の取得をされ

るということでした。隣接する道路は、閉

鎖されたままになっているわけですけど

も、歩道がつくことで完全に道路から切り

離されるというような形態になると思い

ます。ガス管を入れ替えて、舗装をやり直

して、その後に閉鎖されました。これは閉

鎖された後、どこかに売却するということ

になるんだろうと思いますが、どういう方

針をされているのかということを聞いて

おきたいと思います。 

 １４番目、交通安全啓発事業ですが、こ

れはもう要望とします。自転車のマナーの

啓発です。ぜひ自転車のマナー啓発の再開

を始めていただきたいということを要望

しておきたいと思います。 

 それから、摂津市の自転車の倫理条例は

大阪府よりも早かったんですけども、とこ

ろが後発の大阪府の自転車に関する条例

では、高齢者にヘルメットを着用する努力

義務というのが明記されています。摂津市

はありません。そういう意味では、まず条

例の改正と合わせて６０歳や６５歳以上

はヘルメットをつけていこうという意識

づけも必要と思いますので、これは要望と

しておきます。 

 １５番、千里丘三島線の道路改良事業で

す。予算概要８９ページ、千里丘三島線東

側道路改良事業について、いよいよ令和４

年度で全ての用地が取得されるというこ

とになっています。残っている軒数と、そ

れから移転して更地にされると思います

が、その時期についてご答弁をお願いしま

す。また、令和５年度で拡幅工事がされる

ということになりますから、重量規制の解

除についてはどうなるのかということに

ついてご答弁をお願いします。 

 １６番目、千里丘５４号線の道路改良事

業についてです。予算概要の８９ページで
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す。ちょうど竹の鼻ガードの入り口のとこ

ろについて、家屋が解体されたところの土

地を購入されましたけども、いよいよこれ

から設計をして改良工事ということにな

ろうと思いますが、具体的に道路幅員とか

歩道の幅員などについて、ご答弁いただき

たいと思います。 

 １７番目で特定空家対策事業、予算概要

の９２ページです。特定空家対策事業です

が、令和４年度での具体的な取り組みにつ

いてご答弁をお願いします。 

 震災対策推進事業、１８番目です。予算

概要９２ページ。震災対策推進事業のブロ

ック塀の撤去補助金についてです。令和３

年度で大阪府の制度は終了していますが、

そういう中で、本市は令和４年度も実施を

するということです。国の補助金があると

は聞いていますけども、そのことについて

は大変高く評価をいたしたいと思います。

ただ、同じ条件のままの運用では対象にな

るところが減ってきているため、条件の変

更などが必要と思われます。これはどうい

うことかといいますと、この補助定義の中

で、摂津市の市道もしくは法定外通路、里

道などですが、そういうものに面している

ところについては補助ができるけれども、

同じ道路でも、大阪府位置指定道路と言わ

れるもので、市道ではなく私道ということ

なので、補助ができませんということにな

っています。これは私の住んでいる地域も

そういうところがあります。そのため、道

路であればどんな道路だったとしても利

用できると条件を変えてもいいのではな

いかと思いますが、担当課のご意見をいた

だきたいと思います。 

 次に、１９番目です。これも要望にして

おきますが、先ほどの狭隘道路の件です。

事前協議が３７件あって、その重点地区内

は６件で、重点地区外が３１件あります。

従来の狭隘道路の制度は令和２年でなく

なりまして、この狭隘道路は新しい狭隘道

路の制度になります。令和３年度の新たな

制度が始まった際にお聞きしたときは、補

助金はつかないけども市道はしっかりや

っていきますということでした。今までど

おり、建て替えされるときにできるだけ４

メートル８０センチの道路になるように

Ｌ型側溝の推進をしていきますとおっし

ゃいました。でも、なかなか難しいと思い

ますが、重点区域以外のところで、聞いて

おきたいと思います。 

 それから、２０番目、公園維持管理事業

ですが、これも先ほどキッチンカーの話も

ありましたので、要望としておきます。緑

の基本計画に基づいて今までいろいろと

質問をしてきました。その中で、摂津市緑

の写真展という項目がありまして、これは

市内の非常に景観のいいところについて

はどんどん発信していこうというもので

す。シティプロモーションにも通じるもの

と思います。もうすぐ桜が咲く季節ですが、

遊歩道も桜の名所になりつつあるという

こともあって発進してくださいというこ

とをお願いしてきました。今回キッチンカ

ーを入れてイベントを開催いただくので、

ぜひとも成功させていただいて、そして次

につなぐというか、恒例にしていってほし

いと思います。そしてほかの公園にも取り

組みがどんどん広がっていくようにぜひ

取り組んでいっていただきたいと思って

います。 

 私は、随分前から大阪府の景観サポータ

ーになっています。私は私なりに発信しま

すから、担当課は担当課なりに積極的にぜ

ひ発信をしていただきたいと思います。特

に、今からインスタグラムを使った写真の
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募集なんかも、これは広報課のほうでもや

っていますので、そういうとこと連動して

いただいて、ぜひ積極的に発信していって

いただきたいということをお願いしてお

ります。これ要望です。 

 それから、最後に、住宅マスタープラン

について、実は令和２年度につくり変えの

時期を迎えていましたが、当時は大阪府も

つくり変えていないし、様子を見ています

という答弁でした。その中に、住宅確保要

配慮者の住宅の確保と支援というのが載

っています。この中に、居住支援協議会と

いうのを立ち上げて、そして民間賃貸住宅

なんかを活用して、本当に住むところに困

っている人、高齢者はなかなか保証人がい

なくて行くところがないという人が多い

わけです。そういう人たちが路頭に迷わな

いように住むところを探していこうとい

う取り組みです。これは住宅マスタープラ

ンに載っているんですけども、なかなかう

まくいきませんでした。今年３月に社会福

祉協議会の中に立ち上がったようですけ

ども、担当課も連携してやっていくとお聞

きしていますので、ご答弁をお願いします。 

 以上で、質問終わります。 

○三好義治委員長 答弁を求めます。 

 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、市民税課に

かかりますご質問にご答弁申し上げます。 

 質問番号１番、令和３年度一般会計補正

予算で、個人市民税現年課税分の４億円増

額の理由についてということでございま

した。 

 まず、令和３年度の当初予算の計上時点

では、個人市民税現年課税につきましては、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等

の影響によります景気後退や個人所得の

減少がどのくらいになるかということに

つきまして分からない部分も多かったん

ですけれども、リーマンショック時の影響

を平成２０年度と平成２２年度で見ます

と約１０％の減収が見られたということ

がございました。今回につきましても、同

程度の減収が予測されるということで、令

和２年の１２月末の現年課税分の調定額

から１０％を減少させた調定額に徴収率

を勘案して予算額を計上したところでご

ざいます。しかしながら、令和３年度の課

税の状況を見ますと、調定額が想定してい

たよりも増額という状況が見られました。

令和３年の１２月末時点での調定額から

収納可能であろう徴収率を勘案して、今回

４億円の増額の計上をいたしました。 

 先ほど、約１０％の額の補正というお話

しがございました。これだけ大きい額の補

正ということになりましたのは、先ほど申

し上げましたけれども、減少の幅がどれぐ

らいになるかということが当初では想定

ができておらなかったところと、やはり市

の歳入の欠陥を起こすことがないように

ということで、厳しい予測を立てたという

ことも要因かと考えております。 

 今後につきましては、できるだけ景気の

動向等の要素を勘案して、予算計上に努め

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 森川課長。 

○森川財政課長 質問番号１番のうち、令

和３年度補正予算（第１５号）で、普通交

付税を４億４，７６１万円増額している件

についてでございますけれども、令和３年

度の国の補正予算におきまして、国税の増

額補正が行われております。 

 それに伴いまして、普通交付税の財源が

新たに追加されましたことにより、普通交

付税の再算定が行われております。再算定
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の内容といたしましては３点ございます

けれども、１点目は臨時経済対策費の創設

であります。これは、地方団体が国の補正

予算に基づく事業を円滑に実施するのに

必要な経費を算定するため、基準財政需要

額の臨時費目として創設をされたもので

あります。 

 ２点目は、臨時財政対策債償還基金費の

創設であります。令和３年度の臨時財政対

策債を償還するための基金の積み立てに

要する経費を算定するため臨時費目とし

て創設されたもので、令和３年度の臨時財

政対策債発行可能額の２７．４％を基準財

政需要額として算定を行うものでありま

す。 

 ３点目は調整額の復活となっておりま

す。 

 以上、３点の合計で４億４，７６１万円

の増額となりますことから、今回補正予算

に計上しているものであります。 

○三好義治委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 それでは補正予算の部分、

それから令和４年度の当初予算の概要と

いうことでございました。テーマが大きい

ので、取り留めのない答弁になるかも分か

りませんがお許しいただきたいと思いま

す。 

 最初に補正予算の減額基金の減、それか

ら土地開発基金の増ということでまずは

説明させていただきます。 

 毎年当初予算の編成のときには、いわゆ

る各課の要求書をもとにして総務部長査

定を実施します。それから年明けには市長

査定を行い予算編成に進んでいくんです

けども、令和４年度の要は収支不足を見た

ときに、当初は５５億１，７００万円ござ

いました。そこでその財源を要はどうやっ

て補てんしようかということで庁内でい

ろいろ検討させていただきました。このよ

うに多額な財源不足が生じておりました。

それから後年度の影響も考えて、年度間の

財源調整のために基金の温存もやはり視

野に入れなければならないと思っていま

す。 

 令和４年度の多額な財源不足の主な原

因というのは、ご存じのように千里丘駅西

地区の再開発事業に係る経費が大きく影

響しております。財源の調整前では、事業

費は４２億９，４７８万７，０００円に対

しまして特定財源が１４億５，５５０万、

一般財源の充当額は２８億３，９２８万７，

０００円というふうになっておりました。

これは主に移転補償費３９億２，８１１万

９，０００円が影響しているということに

なります。 

 令和４年度では、権利変換計画の決定を

予定しております。これは開発前の建物所

有者や土地所有者の権利を、当課で新しく

できる再開発ビルの床に関する権利に置

き換えるものでございます。これで権利変

換を希望しない、あるいは転出を希望する

人には土地建物の保証金を出すことにな

っております。 

 予定しておる権利床が非常に多く見込

んでおります。そういう部分では、後々に

は保留床として特定建築者が保留床処分

として収入されます。その収入の分の権利

保障分については、市のほうに還元される

ことになります。 

 予定では、令和８年度に２４億３，８０

０万円の歳入が見込まれます。その時点で

の歳出を引きますと、決算予測ではこの千

里丘駅西地区の再開発事業に係る収支で

いきますと、１６億７，０００万円の大幅

な黒字が見込めることになります。 

 このようなことから、年度間の調整のた
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めに、令和４年度の補償費のうち国庫・府

費対象外の土地補償費１４億２，７０６万

円、これを土地開発基金からの執行で補う

ために今回補正をさせていただきました。 

 次に、令和４年度の当初予算ということ

でございますが、予算概要の２０２ページ

を開けていただきたいと思います。 

 これで見ていただくと、令和３年度とそ

れから令和４年度の性質別の比較表にな

っております。ここでいきますと、人件費

が３億４，０００万円ふえております。そ

れから物件費が５億４，０００万円、それ

から扶助費が５億１，５００万円、それか

ら補助費が４億１，６００万円、それから

建設事業費が２７億円ということで、こう

いうふうにふえてる経費が一目で分かり

ます。 

 人件費の部分、これにつきましては、申

し訳ないですが予算書を開けていただき

たいと思います。予算書の２０７ページで

す。ここでいきますと２０７ページの上段

の表なんですが、合計のところで本年度・

前年度の比較が出ております、３億４，１

００万円ほどふえております。これは主に、

要は人員増による予算の計上になってお

ります。 

 それから２１１ページ、ここのところに

会計年度任用職員も載っております。ここ

で合計の差額は１億５，１００万円という

ことで、これらが人件費を要は増加させた

要因ということになります。 

 それから物件費なんですが、物件費の主

なものを見ますと、ワクチンの接種やコー

ルセンター、あるいは各種予防接種、これ

らが例年よりも多くふえております。 

 それから扶助費については、新型コロナ

ウイルス生活困窮者の支援、それから障害

福祉サービス、それから教育・保育給付金

等々が扶助費あるいは補助費で伸びてお

ります。 

 それから建設事業費については、先ほど

言いましたように千里丘駅西地区再開発

が大きな要因となっております。 

 これらで、それぞれ予算の要は歳出を構

成してるんですけれども、ここで見ていた

だくのは２０６ページでございます。２０

６ページには、令和４年度と令和３年度の

それぞれの経常的収入と資本的収入、それ

から支出及び資本的支出、それぞれ表が載

っています。 

 この表に基づきますと、これが結果とし

ては２０７ページのところにありますよ

うに令和４年度の経常的収支、ここのとこ

ろは歳入歳出を引きますと２，２６４万３，

０００円となります。これを令和３年度の

公費で見ますと、歳入歳出の収支の部分で、

経常的収入のところは６億６，６９１万８，

０００円、令和３年度の当初のときには６

億６，０００万円ほど余裕があったものが

２，２００万円ぐらい減っており、ここで

経常的な収入が減っていることが分かる

と思います。 

 それから一方資本的収支のところで、先

ほど言いました多額の金額が出てきて、そ

れを合計した分について、歳入の繰入金と

して計上しているということになります。 

 それから公共施設の、いわゆる公共用地

の部分のお話がございました。一般論とし

て、それからむしろ私個人の意見としてお

聞きしていただきたいんですけれども、こ

れは決して市がそういう方針でいくとい

うことではございません。 

 それぞれ税収については、また申し訳な

いですが、予算概要の１９８ページを開け

ていただきたいと思います。 

 ここにはそれぞれ税収が項目別に上が
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っております。市民税・固定資産税・軽自

動車税・市たばこ税・都市計画税等々が上

がっております。 

 ここで固定資産税が５１．４％、それに

付随する都市計画税が９．５％、これを合

わしますと６０．９％になります。この、

要は固定資産税・都市計画税につきまして

は、景気にあまり変動を受けないと私ども

思っています。特に１番変動を受けやすい

のは法人税ですけれども、固定資産税・都

市計画税についてはあまり景気変動には

影響されません。 

 何が言いたいかと言いますと、固定資産

税がどんどんふえれば、税収があまり減る

ことはないだろうと思っております。例え

ば用地に関わることなんですけども、公共

用地で取得、あるいは保有している部分に

ついては何ら税収を生みません。これがも

し民間に売却するならば、民間から土地建

物の税収が入ってきます。 

 それと、ちょっと手元の資料は１年古い

んですけども、令和元年度の決算を見たと

きに、本市の場合は一人当たりの税収は２

１万６，０４８円で、これは府下の市平均

でいきますと１５万１，７５０円となりま

すので、かなり一人当たりの税収は多くて、

３１市中１番になっています。この大きな

要因は、やはり固定資産税が大きく寄与し

ていると分析しております。 

 そういう部分では、固定資産税をどんど

ん上げることによって、ますます市税収入

はふえていくということが言えるんでは

ないかと思っています。 

 それと今後出てきますＦＭの関係でご

ざいますけれども、当然ＦＭでいろいろ施

設を集約し、あるいは複合化し、それから

それぞれ再編整備をしたときに、当然用地

というのが余ってまいります。ここはちょ

っと乱暴な話になりますが、その用地が余

ってきたときには、それぞれその用地をど

ういうふうに有効活用しようかという話

が当然出てまいります。もちろんその後に

公共施設を建てるというのも一つの案で

すし、その時々の財政状況によっては売ら

ざるを得ないというようなことも出てく

るんではないかと思っています。これは今

すぐ結論を出すことではないんですけれ

ども、将来的にそんなこともややもすると

お願いしないといけない場合も出てまい

ります。 

 以上です。 

○三好義治委員長 藤原課長。 

○藤原固定資産税課長 それでは質問番

号３番、固定資産税に関する質問のうち、

今後の千里丘新町、特にイノベーションパ

ーク等の税額に対する今後の影響額の部

分についてご説明をさせていただきます。 

 まず、先ほどのご質問にもありました、

マンションの建設に伴う新築軽減が終了

していくことによっての影響額ですが、マ

ンションが最初に建築されましたのが平

成３０年、次に平成３１年に建築されて最

終的には令和２年に建築がされておりま

す。最初に建てられましたマンション含め

全てのマンションの税額を足しますと、当

初で新築軽減を除きまして約１億３，００

０万円の固定資産税・都市計画税を計上し

ております。 

 ただ当初５年間につきましては新築軽

減、固定資産税を２分の１にするという制

度がございますので、順次この制度が終了

していくことになります。評価替えの影響

等もございますが、全てのマンションを合

わせて新築軽減で約５，７００万円の影響

額があると考えております。 

 続きまして、今後イノベーションパーク
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内において、ニプロやエア・ウォーター、

アライアンス棟が建築されるということ

に伴う影響額についてお答えをさせてい

ただきます。 

 建築の概要の中身につきましては、延べ

床面積等についての概要はつかんでいま

すが、躯体等の内容がまだはっきりと分か

っておりませんので、あくまでも推計とし

て捉えていただければ幸いです。 

 ３棟合わせまして、今のところを固定資

産税・都市計画税合わせまして約８，５０

０万円の増収になると考えております。た

だ、こちらは建物のみの影響ということに

なりますので、今後医療関係の事業者が入

られますと大きな償却資産が見込める形

になってまいります。 

 償却資産につきましては、どういう内容

のものが入ってくるかというのは、入居後

翌年の１月１日から１月３１日に申告を

いただきますので、どの程度の影響額にな

るかということは、今の段階では申し上げ

ることはできませんが、建物の８，５００

万円プラス数千万の影響額はあると考え

ています。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 溝口課長。 

○溝口資産活用課長 それでは、資産活用

課に係りますＦＭ推進事業に関してのご

質問でございます。 

 先ほど、令和７年度までの５年間で、三

宅柳田小学校以外の１０施設について再

編検討を行っていくというような答弁を

いたしておりますけれども、一方で今回温

水プールや斎場等の修繕での予算計上を

されていることに関連してのご質問の内

容だったと思います。 

 こちらの工事修繕で上がっている分に

つきましては、各施設所管課のほうから修

繕工事として予算要求が上がってまいり

ます。この部分につきまして、資産活用課

の営繕の担当者、またＦＭ、つまりファシ

リティ・マネジメントの担当者が所管課と

連携いたしまして施設点検を行います。 

 その上で、劣化が進んでおり危険度、緊

急性が高いと判断されるものについて優

先度判定を行い、最終的には財政課等の査

定を経まして、令和４年度の予算として計

上されているものということでございま

す。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 では質問番号

７番でございます。防災危機管理課に関し

ますご質問でございます。 

 まず摂津市の総合防災演習、非常にセレ

モニー色が強い、今後の展開というお問い

でございます。我々といたしましては、実

働的な訓練を企画してまいります。 

 具体的には防災サポーターや自主防災

会の皆様にもご参加いただきまして、地震

を想定いたしました避難所開設運営訓練、

これを企画してまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして質問番号８番でございます、

何点かございました。まるごとまちごとハ

ザードマップについて、どういうふうに認

識しているのかというお問いでございま

した。 

 現在で、市内でこのまるごとまちごとハ

ザードマップは３４か所ございます。特に

令和３年度では、府道大阪高槻線の東一津

屋付近でありましたり、あと特に大きなと

ころでは、モノレール南摂津駅の駅舎に４．

１メートルの想定浸水ペイントをしてい

ただきました。 

 このように、市内の特に人の流れが多い
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ところに想定浸水を表示するというのは

非常に視覚的に訴えるものでございます

ので、市民の皆様に防災意識を高める、水

害に対応する意識を醸成するのに非常に

役に立つと認識しております。 

 続きまして同じ８番の中で避難所につ

けましたキーボックス、これを活用してと

いうお問いでございました。 

 確かに突発的な震災、突発的な何か災害

が起こった場合に避難所の立ち上げにつ

いて、市職員が駆けつけるよりも地元の皆

様が駆けつけるほうが早いというのは、間

違いございません。 

 また我々にとりまして、地域の皆様に、

または防災サポーターの皆様に避難所開

設をお任せできるとすれば、これほど心強

いことはございません。ただ一方で、避難

所について平時は公共施設でございます

ので、鍵の取り扱い、これは非常に慎重を

期すべきものと考えております。 

 また避難所開設というのは大きな責任

も伴うものでございます。このような理由

から、避難所の開設についてどこまで地元

の皆様や防災サポーターにお願いできる

か、このあたり慎重に検討してまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは９番目の

ご質問である令和３年度補正予算につい

て、その内容となぜこの時期の補正になっ

たのかというお問いについてお答えいた

します。 

 令和３年度補正予算において増額補正

している事業は、令和３年度の国の第１次

補正予算において取り組む施策として掲

げられました防災・減災、国土強靱化の推

進など、安全安心の確保に合致する事業で、

道路管理課所管のものにつきましては舗

装修繕、路面性状調査、街路灯点検でござ

います。 

 この時期の補正になった理由でござい

ますが、国の補正予算につきましては、令

和３年１２月２０日に成立し翌２１日に

交付金内示を受けたことから、今回の定例

会において補正計上いたしたものでござ

います。 

 なお各事業の内容につきまして、道路管

理課所管のものからご説明をさせていた

だきますと、まず１点目舗装修繕でござい

ます。道路修繕事業では、舗装修繕計画に

基づき計画的な舗装の修繕を行っており

まして、令和３年度補正予算の内容は、３

路線で約１．４キロメートルの舗装修繕を

予定しております。なおこれに係る歳出予

算額は６，８００万円でございます。 

 また舗装点検といたしまして、路面性状

調査がございます。舗装点検は５年に１度

の定期点検として実施するもので、これま

で平成２４年度と平成２９年度に舗装面

の状態を把握することができる調査車両

を走行させ、路面のひび割れやわだちの状

況から舗装の劣化度を評価した上で修繕

計画を策定しております。 

 これまでは調査車両が通行可能な路線

を全て調査対象としてきましたが、令和４

年度は調査車両を走行させて路面性状を

把握する道路と走行させない道路に区別

し、効率化とコスト縮減を図ってまいりま

す。これに係る委託費の歳出予算額につき

ましては、１，２００万円を計上しており

ます。 

 続いて街路灯点検でございます。本市で

は市内に約１，０５０基の街路灯が設置さ

れております。点検要領に基づきまして、

１０年に１度のサイクルで街路灯の点検
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を実施しておりますが、令和４年度につき

ましては５０基の点検を実施予定でござ

いまして、点検内容は灯具の接続部や支柱

基礎部の劣化状況の把握を行い健全性を

評価するもので、その結果に基づきまして

速やかな修繕につなげることで、道路の安

全・安心な通行を確保するものでございま

す。この街路灯点検に係る委託費の歳出額

は６００万円、先ほど申し上げました路面

性状調査、舗装点検に係る委託費と合わせ

て１，８００万円でございます。 

○三好義治委員長 永田部参事。 

○永田建設部参事 続きまして、同じく９

番目のご質問のうち道路交通課所管分に

ついて、ご答弁させていただきます。道路

交通課が所管しております交通安全対策

工事、１，８３１万円につきまして、今回

上げさせていただいたのは、今、井上課長

が言ったような内容と同じでございます。 

 更新の内容につきましては、自転車の通

行空間の整備費として計上させていただ

いております。令和４年度の当初予算で組

む予定でありましたが、令和３年度の補正

で組ませていただくものでございます。 

 場所などの内容につきましては、現在令

和３年度でも取り組んでいる自転車通行

空間の整備を、連続性をもって整備してい

く内容になっておりまして、新在家鳥飼上

線、及び鳥飼本町３４号線や８３号線、延

長にしまして約１．８キロの整備をする予

算で計上をさせていただいております。 

 続きまして、１０番目のフォルテ摂津の

自転車・自動車駐車場の保管状況について

のご質問にお答えさせていただきます。 

 フォルテ摂津におきましては、自転車利

用者の増加に伴い、朝の通勤時間帯で満車

になる状況でありましたことから、令和元

年９月に自転車と自動車の配分を変更し、

自動車駐車場の車室部分の一部を自転車

駐車場スペースに変更し、台数として自転

車駐車場を３００台ふやして、現在は１，

５６０台を収容できるように増設してお

ります。その後、満車となるような状況は

見受けられておりません。 

 現在の利用状況としましては、自動車の

利用率が約４０％で自転車の利用率は約

７０％となっております。 

 続きまして、公共交通整備事業における

支援業務の委託内容についてでございま

すが、令和４年度におきましては、公共交

通の交通計画、考え方等を示していくため

の検討会を実施してまいります。 

 委託業務としましては、地域の概況や交

通状況の把握の整理、また先進自治体の公

共交通計画状況の把握などの資料、それか

ら公共交通の在り方の検討会の運営につ

いて支援していただく内容となっており、

道路交通計画の案をまとめることが主な

委託内容として予算計上をさせていただ

いております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは１２番目

のご質問で、駅前広場施設管理事業の修繕

の内容についてお答えいたします。 

 駅前広場施設管理事業は、市内３線４駅

の駅前広場のエスカレーターやタイル、連

絡通路・街路灯などの管理施設の維持管理

を行うものでございます。 

 また、現在ＪＲ千里丘駅において設置さ

れておりますエスカレーターの修繕を進

めているところでございまして、令和３年

度はＪＲ千里丘駅西口のエスカレーター

の修繕を行ってまいりましたが、引き続き

令和４年度はＪＲ千里丘駅東口のエスカ

レーターの修繕・更新を実施予定でござい
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ます。 

 続きまして、千里丘９２号線の廃止区間

のお問いについてお答えをいたします。先

ほどの塚本委員への答弁にもありました

が、旧千里丘４４号線の道路廃止区間のす

ぐ西隣には、吹田市の都市計画道路が平成

３１年２月に供用開始されております。国

立循環器病研究センターをはじめとする

健都イノベーションパークから府道大阪

高槻京都線へのアクセスや安全性が改善

されております。 

 この道路の供用開始後は、廃止区間南端

に変則の五差路の交差点がございまして、

ここの安全性や旧千里丘４４号線の交通

量調査の結果も踏まえまして、府警本部協

議を経て令和２年第１回議会において認

定廃止のご承認を頂いて、同年１０月３０

日にこの区間を閉鎖したものでございま

す。 

 閉鎖した道路には水道やガスなど、既に

埋設されているインフラ施設がございま

すが、このエリアにおける道路としての役

割を終えましたことから、行政財産から普

通財産として、これまで所管しておりまし

た道路管理課から資産活用課へ移管して

いるものでございます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 永田部参事。 

○永田建設部参事 それでは、１５番目の

千里丘三島線の道路拡幅事業における残

りの件数と、それから令和５年度に向けて

の工事に伴う千里丘ガードの規制につい

てのご質問にお答えいたします。 

 事業の進捗につきましては、現在約８割

の事業用地を確保しており、令和４年度は

残り２割の事業用地確保に向け取り組ん

でまいります。 

 予算につきましては、令和３年度の予算

の繰越分と、令和４年度で計上しておりま

す物件の土地購入費と移転補償費にて用

地を確保してまいります。全体で対象物件

が外構のみも含め１４件ありましたが、現

在１０件の移転が完了しており、残り４件

について令和４年度で取り組んでいきた

いと考えております。 

 千里丘三島線の整備につきましては、令

和５年度末道路拡幅整備完成を目指して、

現在用地確保に取り組んでいるところで

ありますが、これまで歩道整備がされてな

い状況の中、歩行者の安全が確保できない

理由から、大阪高槻京都線から千里丘ガー

ドへの大型車両規制が継続されておりま

す。 

 通行規制につきましては、摂津警察署の

所管になってきます。摂津警察署からは、

千里丘三島線の大型規制解除は道路拡幅

の工事完成後、交通の渋滞等の状況を見て

その可否を判断すると伺っております。 

 続きまして、千里丘東５４号線の具体的

な幅員延長についての質問にお答えさせ

ていただきます。 

 場所につきましては、委員がおっしゃる

ように竹之鼻ガード、南側のガード入口付

近にある角地の部分でありまして、南側に

ある信号機の付近から約３０メートルの

延長を整備予定としています。 

 幅員については、歩道の幅員を２．５メ

ートルとして、歩行者の安全な歩行空間の

確保をするために整備をしていきたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 それでは、建築課に関

わります空家対策の取り組みについての

ご質問にお答えいたします。 

 本市では空家対策計画に基づきまして、
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主に三つのポイントに絞った形で施策を

進めさせていただいているところでござ

います。 

 引き続き、令和４年度につきましても管

理不全の空き家の解消促進、こちらにつき

ましては空家特別措置法を使った形での

法的な措置を講じてまいる形になります。 

 二つ目につきましては、所有者特定に向

けた専門家との連携ということで、こちら

大阪司法書士会と協定を締結させていた

だいておりますので、その調査委託等を予

算計上させていただいているところでご

ざいます。 

 最後に３点目といたしまして空き家の

適正管理、利用の啓発というところでござ

います。こちらにつきましては、かねがね

固定資産税課の協力も得まして、固定資産

税の課税納付の通知に啓発のチラシ、耐震

の啓発と合わせて同封をいただき、発送い

ただいているところでございます。 

 それと、令和２年４月に協定を締結させ

ていただきました全日本不動産協会、大阪

府宅建協会との所有者のお困りごと相談

を市役所がつなぎ役をするような形の取

り組みもさせていただいておりますので、

引き続き令和４年度も実施をしてまいり

たいと考えております。 

 続きまして、震災対策推進事業のブロッ

ク塀の撤去補助金に係るお問いであった

かと思います。こちらにつきましては、令

和４年度も引き続き継続して実施をさせ

ていただく内容でございます。 

 ただ、委員がご指摘いただいているとこ

ろで、市の補助の規定の中では主に公道、

つまり市の認定道路であったり法定外の

道路、府道であったりという公道というよ

うなところと、あと公園・緑道、そういう

ようなところの面する部分での対象とさ

せていただいているところでございます。 

 制度開始から４年になりますが、平成３

０年の６月に大阪北部地震があり、発災直

後、教育委員会等でもブロック塀の危険な

箇所ということで見回りもいただいた中

で、そちらの部分について、現在職員によ

ります点検調査も兼ねて啓発も実施をさ

せていただいているところでございます。

これにつきましては、広げるんではなしに、

まず今抱えている部分での重点的な取り

組みを実施してまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして狭隘道路の整備の部分で、４

メートル８０センチの拡幅指導というこ

とのお問いであったかと思います。 

 こちらにつきましては、新築の建て替え

等におきまして、前面道路が４メートル未

満の道路におきましては、道路の中心から

２メートル後退をいただくというものは

建築基準法の義務でございます。こちらは

当然ながら皆さんしていただいていると

ころでございますが、市の方針としまして、

あとその道路の有効を確保するために、側

溝の部分となる４０センチを行政指導に

よりまして後退指導を続けてきたところ

でございます。 

 ただその部分の費用について、従前の制

度では市内全域で後退整備費用補助を助

成してまいったところでございますが、先

ほど福住委員からのお問いにもございま

したように、そこの地区が対象外になった

場合に、その助成が得られないというよう

なところの問題は建築課としても認識い

たしております。 

 さらに、令和３年度で側溝の後退をして

いただいているところについては、１２件

いただいているところでございます。 

 最後に、市の居住支援協議会での設立の
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お問いであったかと思います。 

 こちらにつきましては、住宅セーフティ

ネットということで、住宅確保要配慮者円

滑入居賃貸住宅ということで市の住宅マ

スタープラン、これは先ほど委員からもあ

りましたように、記載はさせてはいただい

ております。従前は大阪府で大阪安心住ま

い推進協議会、こういうものの制度のプラ

ットフォームの中で、大阪府内の賃貸住宅

を経営されている大家であったりだとか

不動産事業者が入られている大阪安全安

心賃貸検索システムにおいて、高齢者であ

ったり低額所得者、障害者、外国人、子育

て世帯等の入居を拒まないと、保証金を取

らないというようなところのセーフティ

ネットの仕組みを支える形の制度設計を

されてこられました。こちらにつきまして、

本市におきましては社会福祉法人桃林会、

こちらがこの居住支援法人という指定を

大阪府から得られまして、このたび３月１

日に摂津市も福祉部署、建設部門も参画し

ながら、関係する機関、併せて居住支援協

議会というものをこのたび設立したとい

う内容でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午後３時３６分 休憩） 

（午後３時５２分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 まず１番目、令和３年度

の補正予算についてでございますが、先ほ

どご答弁ありがとうございました。 

 当初予算の基金の繰入額についてです

が、２６億６，８３５万２，０００円が当

初予算でした。そして、今年度は１５回に

及ぶ補正予算がありまして、最終的には基

金の金額は２１億８，３６０万６，０００

円になりました。財政調整基金の積み増し

もありましたし、これは交付税算定による

部分もありました。 

 これでいくと、あとは不用額が出てきま

す。毎年で見ると、大体１５億円ぐらい出

てくると思うんですけど、令和３年度も、

ほぼほぼ取り崩しが少なくて済むという

ことになるんだろうと思います。 

 中期財政見通しで見ると、令和２年１０

月、要するに令和３年度の予算編成時点で

は、３１億７，３００万円の取り崩しとな

っていました。ところが、これは随分乖離

していまして、この直近のもので見ますと

１３億９，５００万円に取り崩し額が調整

されています。これは決算ごとに調整され

ますから、令和２年度の決算を終えてそう

なったわけです。 

 実際のところは何億円か分かりません

が、減っていくということで、これは厳し

く見ているということだと思います。でも

市民がそれを見たときに摂津市の財政は

そんなに厳しいのかと思われるのもどう

かと思うので、実際は大丈夫ですよという

ことは示してほしいと思うわけです。 

 例えば、一番悪い状況と一番いい状況を

掲載する、つまり上限・下限みたいなこと

で、幅を持たせてそれぞれで理解してもら

うことも一つの方法と思うわけです。 

 中期財政見通しとの乖離については、い

つもお聞きしております。同じ答弁になる

んかもしれませんけど、数字を交えてご説

明いただきたいと思っています。 

 それから、市債と公債費の関係、これも

いつも聞いているんですけど、令和３年度

は２０億３，８０９万４，０００円の公債

費です。これに対して借入額はその倍以上、

４４億７，９０７万円となっています。決

算を迎えるに当たって、そういうことも踏
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まえて、どのように令和３年度の分を最終

的に捉えているのかについて、ご答弁いた

だきたいと思います。 

 次に２番目、令和４年度の予算全般につ

いて、これも副市長から様々にご答弁いた

だきましてありがとうございます。 

 これも同じようなことになりますが、基

金繰入額は４０億９，４４２万円が当初で

す。地方交付税の普通交付税も４億５，０

００万円というのはどうなんだと私は思

います。 

 それと、臨時財政対策債６億５，０００

万円は、あと１０億円ぐらいふえるんじゃ

ないかと思ったりもします。この辺がいつ

も大きく乖離を生むところで、それと不用

額が１５億円ぐらいというのがいつも出

てきます。今でしたら、コロナの影響がど

れぐらい続くのかということと、先ほどあ

ったウクライナ情勢は長引いたら大きく

影響してくると思います。 

 それから、国の地方交付税計画、これも

令和３年度で増額されたということがあ

りますけども、地方交付税計画との関係も

ありますし、執行段階において、これから

どう見られているのか。最低の厳しいライ

ンやということですが、そのあたりの考え

方について一度お示しください。 

 ３番目、固定資産税ですが、マンション

等の固定資産税が１億３，０００万円ぐら

いありますということや、その他の新しく

建った建物で８，５００万円増、それから

償却資産分がまだ数千万円見込まれると

いうことです。 

 結構数字で表されると、最初の投資額と

して１６億円ぐらい土地を買うのに起債

を組んだような記憶があるんですけども、

そういうものと比べると、何年ぐらいで元

が取れそうだとか、そういうことも分かり

やすいので、一度また庁内でそういうこと

も、数字として持っておいていただいて、

何かの機会に成功事例ということで発表

していただけたらありがたいと思ってい

ます。 

 この考え方は、ここだけではなくて、こ

れから取り組まれるＪＲ千里丘駅西口の

再開発などにも同じようなことが言えま

す。一つの指標としてこういうものも目安

として、ぜひ持っておっていただきたいと

いうことで、これは要望とします。 

 次、４番目のＦＭ推進事業ですけれども、

どの予算に関係していますかということ

をお聞きしたので、本当は具体的に言って

ほしかったんです。今の答弁では、代表的

なものを言われましたけども、それはそれ

でいいとします。 

 エリアごとの管理は、これから令和７年

度ぐらいまでに検討をなされて、そこから

スタートしていくということでしたけど

も、今、千里丘小学校の建て替えというの

が問題になっています。千里丘小学校も５

年以内に建物の耐用年数を迎えるとされ

ています。ですから、これも本来なら、全

面建て替えをするということであれば、こ

れはＦＭとして、周辺の小規模の建物と合

わせてどうするべきかということを検討

しなければならないのではないかと思い

ます。 

 近くに第１０集会所というのがありま

して、もう築４３年ぐらい経過しています

から、耐用年数を迎えています。しかも耐

震工事が必要です。そういう建物もあるの

で、ＦＭの観点から、これは別ですよとい

うんじゃなくて、これもまずエリア的にど

うだということを検討しておかないとい

けないと思うんです。その辺、どう考えら

れるのかご答弁をお願いします。 
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 それから、自主防災組織の支援事業、７

番目ですが、防災訓練については、地震を

想定した避難所の開設訓練を行っていく

ということでございました。避難所の開

設・運営について、それぞれ運営マニュア

ルがありまして、現実には避難所用のもの

がつくられているんです。だけど、それは

自主防災会が利用するには課題があると

思います。 

 確かに職員がキーボックスを開けて、避

難所運営マニュアルもその中に入ってい

るということですけども、これは市役所で

つくられたものなので、なかなかそれを基

に避難所運営を自主防災会にしてもらう

というのは難しいと思うんです。やっぱり

大事なのは、自分たちでつくり上げて、そ

して、それを自分たちでシミュレーション

をちゃんとやって、そして、避難所運営を

やっていくということが非常に重要やと

思うんです。もう何回も言ってますけども、

ぜひ念頭に入れておいていただきたいと

思います。 

 防災サポーターの件も、要望にとどめま

すけども、非常に意識の高い人が多いです。

だから文句を言われます。 

 でもやっぱり協働だと思うんです。せっ

かく育成して、これから組織化をして、そ

して、担当課だけではできないから、自分

たちでやってもらえるように組織づくり

をして協働で進めていくというプロセス

やと思うんです。 

 非常に心配しているのは、担当課にそん

な人数がいないため、今は防災訓練もやっ

てないのでいろんなことが回っています

けど、自主防災訓練のサポートなどの業務

が出てくると、もう手が足らないというこ

とになってくると思うんです。 

 その分を補うためにも防災サポーター

がしっかりと自立してもらって、そして、

一緒に同じ思いに立って、こういう訓練や

いろんなことをやってもらえるような組

織にしていけるかというのが、これから摂

津市の防災力が本当に向上していく、安

全・安心を向上させる一つの大きなキーに

なっていると思います。せっかくここまで

育成されたので、ぜひこれは頑張ってくだ

さい。要望としておきます。 

 次に９番目、令和３年度補正予算につい

ては、分かりました。国の補正予算に基づ

いて前倒しでやって、令和４年度に繰り越

すということになっていると思いますの

で、しっかりとよろしくお願いしたいと思

います。 

 １０番目のフォルテ摂津の自転車自動

車駐車管理事業です。 

 今のところ自転車駐車場を３００台ふ

やして１，５６０台にしたけども、利用率

は７０％ということであります。 

 でも、確実に周辺にはマンションがふえ、

特に吹田市側ですけどマンションがたく

さん建設され、人がたくさん利用するよう

になっているということは間違いないわ

けでございます。その中で、レンタサイク

ル駅リンくんについて、事業の時間が短縮

しますという話がありました。これはやっ

ぱりコロナの影響なのかも分かりません

が、少し減っているということになってい

ると思います。 

 そして、令和４年度、シェアサイクルの

実証実験が行われますけど、これはなかな

か通勤に使うというには、難しいと思われ

ます。 

 別のポートを目がけていって、そこが空

いてなかったら、いつまでたっても借りた

ままになってしまって、放置したらそのま

ま借りっ放しになってしまいます。１時間
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７０円の料金が、どんどんふえていくとい

う方式になっているようなので、なかなか

通勤に使うことは難しいと思っています。

だけど、実証実験をする中には、この自転

車置場の利用状況と、それから今、民間の

自転車置場、阪急の駅にもあります。阪急

の自転車置場なんかの状況も併せて、実証

実験として、摂津市全体の自転車状況を把

握するような実証実験のデータをつくっ

てほしいと思うんです。 

 その中で、自転車置場をこれ以上ふやさ

なくても大丈夫だということも分かって

くると思いますので、そういうことも併せ

て、ぜひともこの実証実験については注視

をしていきたいと思っています。これにつ

いては要望としておきたいと思います。 

 それから、１１番目の公共交通整備事業

についてです。 

 もう大分前になりますが、以前にも公共

交通の調査をされています。全部見直しを

されて、路線バスなどを全部含めて検討し

て、どういう在り方がいいのかということ

で検討されたというのは記憶しています。

そのときに、例えば循環バスコースが変わ

ったとか、より利用しやすいコースに変え

たということがありましたけど、なかなか

それでよくなったと実感するところまで

はいってないと思います。利用率がふえて

いるということにはなっていないという

のが現状だったと思うんですけど、そうい

うこともよく踏まえた上で、今回、検討し

ていただくということをお願いしておき

たいと思うんです。 

 その中には、オンデマンド方式とかそう

いうものも含めた実効性のあるものに、ど

うしても引っ張られますから、路線バスを

利用されている方たちの言い分に引っ張

られてしまうということがありますけど

も、そういうところに引っ張られ過ぎない

ように、それも含めて大きく変えるような

つもりで臨んでいただきたいということ

をお願いしておきます。柔軟な発想で取り

組んでいただきますように、これは要望と

しておきます。 

 １２番、駅前広場の管理事業のことにつ

いてです。 

 令和４年度でＪＲ千里丘駅東口のエス

カレーターの取り替えをされるというこ

とは分かりました。これはＪＲ千里丘駅東

口についての話ですけども、もう整備され

てから大分経過しています。タクシー乗り

場が今、ロータリーの真ん中にあります。

アクセスとしては、２階の通路を渡って下

りてくるということになります。エスカレ

ーターを下りたところに身障者用とか高

齢者の乗り場があって、そこでボタンを押

したらタクシーが来るということになっ

ていますが、大分前からニッショー側のほ

うから出てきてタクシーに乗るという人

が非常に多くなっています。 

 タクシー乗り場について、ロータリーの

真ん中で本当にいいのかということです。

これはＪＲ千里丘駅西口の再開発も今後

出てきますし、中央の通路も大規模修繕を

するということになってきますので、この

ロータリーについても考えるべきである

と私は言っておきたいと思います。 

 また、バス路線も減ってきていまして、

今、２路線しかありません。バスも減便に

なってるんです。朝はある程度の本数があ

りますけれども、それ以外の時間帯は少な

いと思います。そういうことを整理すれば、

今のタクシー乗り場をニッショーの前、も

しくはその少し斜め前のところにつくり

替えるということも検討すべきではない

かと私は思っています。 
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 これは問題提起ということにしておき

ます。今すぐできないと思いますけども、

ＪＲ千里丘駅西口の再開発と併せながら、

時間をかけて検討しながら大改修できる

ようにお願いしたいと思います。これは高

齢者の思いですから、ぜひ前向きに検討い

ただきたいということで、要望しておきた

いと思います。 

 それから１３番目、千里丘９２号線関連

ですけども、ガス会社がガス管の入れ替え

をしたんです。ガス管の入れ替えをして、

舗装を全部やり直して、しばらくしたら道

路が閉鎖されました。ガス管の入れ替えを

やめさせたらよかったんじゃないかと思

うんです。何でわざわざガス管を占有した

ままで民間に譲渡されようとするのか分

かりません。 

 水道管も入っているとおっしゃいまし

たけども、少なくともそういうものを撤去

しないと、なかなか民間に売却と言っても

買う人はもう限られた人しかいないと思

いますけれども、そのことについてもう一

回教えてください。 

 １５番目、千里丘三島線関連です。重量

規制も解除できないということです。踏切

があるのでなかなか重量規制も解除でき

ないということで、令和５年度に完成して

も、現状のままですよということでござい

ました。 

 今まではずっとこれに関連づけて、香露

園１号線の重量規制の話をしてきました。

地域からは早く重量規制をかけてくれと

いう声が強いです。 

 ぜひこれは進めてください。答弁は要り

ませんけども、警察にさらなる要望をして

いただきたいと思いますので、ぜひお願い

したいと思います。 

 それから１７番、特定空き家です。 

 特定空き家は、実際に取り組みをしてい

る案件がどれぐらいありますかというこ

とをお聞きしたかったんです。働きかけは

よく分かっていますので、もし今、令和４

年度に取り組まれることで答えられるん

であれば、答えていただきたいと思います。 

 １８番、震災対策推進事業でブロック塀

です。 

 市民の命を守るという意味での取り組

みであるならば、道路の種類に関係なくこ

の撤去については補助をすべきであると

私は思います。 

 これは、どうも国の補助がないようです

から、大阪府などの取り組みやと思うんで

す。大阪府が制度を終了されましたから、

市独自でやっていくべきだと思います。こ

れももう答えは一緒やと思いますけど、要

望しておきますから、ぜひよろしくお願い

します。強く要望しておきます。 

 狭隘道路について、３１件の協議があっ

て、１２件はセットバックしてくれたと理

解しました。補助金のあったときでも、水

も漏らさぬ取り組みをお願いしますよと

言ってても水が漏れとったわけです。今回

は、今の新制度がなかなか厳し過ぎて、旧

制度で何とか少しでも進んでいたものも

難しくなってきているということでござ

います。令和２年度でまず見直すというこ

とになっていると思うので、ぜひこれは見

直していただいて、より摂津市の道路の拡

幅が進んでいくような取り組みを、しっか

りと検討いただきたいと思っております。

これは要望としておきます。 

 それから、さっきの居住支援の件です。 

 これも住宅マスタープランのつくり変

えもまたしていただきたいと思いますし、

特に今おっしゃっていただいたところは、

この住宅マスタープランの中で大事なと
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ころやと思っています。ようやく立ち上が

ったということで、非常に高く評価をして

おりますので、これは今後しっかりと、よ

り大きく育てていただくように、担当課は

建築課だけでではないと思いますけども、

住宅マスタープランの所管をされている

課として、最大努力をお願いしておきたい

と思います。これも要望です。 

 以上です。 

○三好義治委員長 森川課長。 

○森川財政課長 それでは、質問番号１番

の、まず中期財政見通しの件についてでご

ざいます。 

 中期財政見通しに関しましては、毎年度、

決算終了後に作成しておりますけれども、

算出に当たりましては、それぞれの費目の

伸び率などを勘案、また各所管課から提供

いただいた資料を参考にした上で、見込額

を算出してお示しをしております。 

 社会情勢や経済情勢は刻々と変化をし

ておりますけれども、その都度可能な限り、

その状況に合わせた中で見込額を導き出

すことには努めております。しかしながら、

将来における経済情勢等を正確に把握す

るということは非常に困難と思っており

ます。 

 財政課といたしましては、財政運営が持

続的に、また安全で安定的に行われるとい

うことを常に意識しております。その意識

の中で、現在、中期財政見通しにおける見

込額も導き出しております。このことから、

歳入に関しましては、景気の下振れなどに

よりまして、実際の歳入額が見込額を下回

ることがないように、厳し目に見込んでお

ります。 

 一方で、歳出に関しましては、伸び率を

勘案しておりますけれども、少し安全な金

額を見込むためにも、過去の状況を参考に

しながらも少し高めに設定しているとい

う実情はございます。 

 また、中期財政見通しに掲載しておりま

す主要事業に関しましては、その時点で考

えられる最大値を見込んでおります。入札

での落札額や執行段階でのさらなる精査

により、不用額が発生することもあります。 

 さらに、中期財政見通しを提示すること

によりまして、各課において行革や事業の

効率化に取り組むなど、様々な努力をして

いただいております。このことも数字の改

善につながっている要因の一つであると

考えております。 

 令和４年度の中期財政見通しと当初予

算額の差としての主なものといたしまし

ては、市税収入がございます。中期財政見

通しでは１７０億円を見込んでおりまし

たけれども、実際にはそれほどの落ち込み

ではないということで、令和４年度の当初

予算額は約１７５億円で計上しておりま

す。 

 そのほか、例えばですけれども新型コロ

ナワクチン接種などコロナの経費という

ものも令和４年度の当初予算ではござい

ます。これは一例ですけれども、その年度

特有の状況というのがございまして、これ

らについては中期財政見通しには反映は

できていないという実情もございます。 

 その時々の状況を踏まえて作成をして

おりますけれども、乖離があるということ

は事実でございます。完全に乖離をなくす

ことはできませんけれども、まずはできる

だけ精査をし、また経済情勢等の把握に努

める中で、精度を高めていくことは行って

まいりたいと考えております。 

 それから、公債費、市債の件でございま

す。 

 公債費につきましては、市債の発行を元
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金償還金以内の発行にこれまでとどめて

おりますことから、年々減少しております。 

 一方、市債ですけれども、市債につきま

しては財源を確保するため、また令和３年

度では臨時財政対策債の発行可能額が約

１３億円と多額でありますことから、約４

５億円となっているものでございます。 

 質問番号の２番の当初予算を計上して

いますけれども、執行段階でどうなるのか

という考え方についてでございます。これ

から執行を行うことになりますので、現時

点でどうなるかという見込みを出すとい

うことは非常に困難と思っております。 

 地方交付税につきましても、これから基

準財政需要額、基準財政収入額を国に報告

することになりますことから、コロナの影

響も踏まえ、現段階で状況を見込むという

のは難しいと思っております。 

 しかしながら、不用額というのは毎年必

ず発生してまいります。年度によって差異

はございますけれども、５％程度の不用額

が発生すると考えているところでありま

す。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 ただいま財政課長が答弁

いたしましたが、少し補足をさせていただ

きたいと思います。 

 中期財政見通しにつきましては、今、課

長が答弁したとおりなんですが、一つは、

それぞれ財政の基本的なスタンス、これを

お知らせしておきたいと思っています。 

 歳入につきましては、歳入欠陥にならな

いように厳し目に見ます。それから歳出に

つきましては、予算執行に支障がないよう

に、やや多めに見てまいります。 そうい

う意味では、歳入と歳出のいわゆる扱い方

は若干違ってきます。 

 その結果、歳入歳出それぞれ不用額は当

然出てまいります。そういうことで、それ

ぞれ積算根拠の分もなかなか難しいんで

すけれども、一つは中期財政見通しを毎年

変更しますけれども、これは決算を見てか

らの変更になります。 

 当初予算は年当初になります。そういう

意味では、時間的なずれがあります。その

間に国のほうでは、地方財政対策とかいろ

んな部分の処置がなされてまいります。そ

ういう時間的な経過から、もちろん我々地

方財政の分につきましては、国の全体的な

コントロールの中での地方財政の仕組み

になっておりますので、そこのところでは

そごが当然出てまいります。できるだけ中

期財政見通しについては、正確に立案でき

るように、それぞれ各課、財政課は気をつ

けているところでございます。 

 それから、今後の大きな課題といたしま

しては、人口減少あるいは高齢社会の到来、

これはもう確実にやってまいります。それ

から一つは、老朽化によります公共施設の

再整備、これも積極的に取り組んでいかな

ければなりません。 

 そしたら、これら財源をどうするのかと

いうことになりますが、コロナウイルスの

関係の部分で長期化に、それから先ほど委

員の中にありましたように、ロシア・ウク

ライナの問題でいわゆる景気低迷が世界

的にやってくるのは確実だと思っており

ます。 

 そういう逆風の中で、いかに市民サービ

スをどう取り組んでいくのか、これは我々

に与えられた課題ではないかと思ってい

ます。そのためには各種の補助金とか、あ

るいは市債発行とか基金の活用、これを十

分に活用しながら実現していかなければ

ならないと思っています。 
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 そんな中で、まず一つは、財源の一つの

中に地方交付税がございます。地方交付税

は、ご存じのように、所得税、法人税、市

税、それから消費税、それから地方法人税

の法定率など、これにそれぞれ一定の率を

掛けた分が地方交付税の原資になります。 

 先ほど言いましたように、景気が低迷す

れば、それぞれ所得税、法人税の数値が下

がってまいります。この率が変わらない限

りは、地方交付税の原資そのものが少なく

なっていくというジレンマがあります。 

 そんな中で、地方臨時財政対策債を補完

する意味では、臨時財政対策債が発行され

ますが、これは平成１３年度から制度化さ

れています。この部分では、当初は人口割

合に応じて地方臨時財政対策債が発行さ

れました。それが平成２５年度から交付団

体のみにということになっております。 

 少しややこしいとこなんですが、財源不

足団体のところは苦しいということで、財

政的に余裕があるところには、その臨時財

政対策債が少し厚目に回ってくると、そう

いう矛盾した制度になっておりまして、そ

の中身についての計算根拠というのは

我々は知る由もございません。一定、国の

ほうから割り当てられた臨時財政対策債、

これを発行するのみということになりま

す。 

 それから、市債と公債費の関係で、以前

から比べまして市債の現在高が非常に少

なくなっております。以前はかなりあった

んですけども、今、減債高は３分の１ぐら

いに減っております。 

 令和３年度、先ほどご紹介がありました

ように、起債の発行額、それから元金償還

額、これを差し引きますと２４億４，１０

０万円のいわゆる減債高の増になります。

令和４年度でいきますと、１４億３，１０

０万円、これも増になっています。このよ

うに考えますと、過去の分は元金償還以内

の発行額という方針でやってきましたが、

これとても起債元金償還以上の発行額、こ

れはやむを得ないと思っています。 

 そしたら今後、財政状況はどうなってい

くんだということにまた関心がいくんで

すけれども、先ほど令和元年度の市税の分

の報告をさせていただきました。令和元年

度の積立金の減債高、それと標準財政規模

の割合を言いますと、摂津市の場合には、

積立金の減債高割ることの標準財政規模、

これでいきますと７０．３９４％というこ

とで、標準財政規模の７０％が積立金の減

債高となります。 

 それから反対に、借金であります地方債、

この分を同じような算式で見ますと、９４．

８１４％ということになります。これを地

方債の減債高から預金である基金の残高

を引きますと、それ割ることの標準財政規

模で、２４．４２％ということになります。 

 大阪府内３１市中の順位を見ますと、地

方債から基金を引いた標準財政規模の割

合は、本市では府下で一番の比較的借金の

少ない団体となります。これを地方債減債

高が一番多いときは、平成１０年が一番多

くございました。そのときには、４３１億

円の借金がございました。そのときの積立

金が８８億円でございました。 

 先ほどと同じような計算をしますと、地

方債から積立金を引いた分を標準財政規

模で割りますと、平成１０年では１６９．

３％ということで、１６９．３％から令和

元年度では２４．４２％ということでかな

り削減が図られたと思っております。 

 こういう意味からも、先ほど言いました

ように、公共施設再整備とかそういうよう

な部分につきましては、今後必ずや市債発
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行は出てまいります。そういう意味からも

いたしますと、それぞれ起債発行する場合

に、公債費負担比率とかそういうことを財

政健全化法に基づく指標になるよう参考

にして、それを指標にそれぞれ見ることで

収支を合わせながら、公共施設の整備等々

については、市民サービス向上のためにや

っていきたいと思っております。今の時点

では、元金償還以内の発行というのは無理

でございます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 溝口課長。 

○溝口資産活用課長 それでは、ＦＭ推進

事業に係る２回目のご質問でございます。 

 今後、千里丘小学校の建て替えが行われ

ることに関して、周辺に小規模施設である

集会所もあることから、ＦＭの観点で再編

を検討すべきではないかというお問いで

ございます。 

 千里丘小学校につきましては、今後、建

都での大規模マンション開発の影響であ

ったり、ＪＲ千里丘駅西地区の再開発事業

等から、児童が大幅に増加する見込みであ

るということは我々も認識しております。 

 それによる大規模な建て替え工事とい

うことで、令和４年度に基本設計、実施設

計を行う予定で進められております。資産

活用課といたしましても、ＦＭの立場から

教育委員会事務局とも連携しながら、基本

構想の段階から関わりは持っているとこ

ろでございます。 

 公共施設等総合管理計画の中におきま

しても、学校教育施設を中心に、周辺の小

規模施設等を含めて再編を行うモデルを

お示しさせていただいておりますけれど

も、児童の安全な学習環境等を優先される

学校教育施設に多機能化を取り込むには、

現状様々な面で課題がございます。 

 現時点で集会所やその他の機能を取り

込むための検討につきましては行ってお

りません。今後、周辺地域の要望や周辺施

設の利用実態に基づきまして、地元や教育

委員会の意向も踏まえ、施設の最適な再編

手法の可能性について、関係部局とも連携

しながら探ってまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、１３番目

のご質問で、千里丘９２号線に関しまして、

閉鎖した区間の埋設物の取り扱いについ

てのご質問にお答えいたします。 

 閉鎖した区間の埋設物につきましては、

旧千里丘４４号線が供用中、その埋設事業

者から占用申請があったものでございま

して、その占用許可条件の中で舗装復旧の

条件がついておりますので、その許可条件

に基づいて敷設工事の後、舗装復旧をして

いただいたものでございます。 

 その後、道路の役割を終えたことから、

この閉鎖した区間につきましては、普通財

産として資産活用課に移管したものでご

ざいますが、資産活用課においては、これ

ら埋設物の権利といいますか、状態を維持

しながら上面の利活用を検討されている

ところでございます。 

○三好義治委員長 溝口課長。 

○溝口資産活用課長 ただいま道路管理

課、井上課長のほうから答弁いただいてお

ります件で、この旧千里丘４４号線につき

ましては、現在、普通財産として資産活用

課で管理を行っております。 

 こちらにつきましては、地下埋設物とし

て水道管やガス管等インフラ設備のほう

が通っておりますので、当初、売却は困難

であるものと考えておりましたけれども、
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法律相談や法務局等の確認を行ったとこ

ろ、区分地上権を市のほうで設定すること

で、地下埋設物である公共インフラの権利

を保護することができるということを確

認いたしております。 

 今後、市にとって少しでも有益な形で売

却できるように進めてまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 藤浦委員の２回目の

空き家対策の内容に関するお問いについ

てお答えいたします。 

 本市では、先ほど申し上げましたとおり、

空家対策計画を平成３１年３月に策定い

たしております。その後、令和元年度にそ

れら空き家のうちで、要注意の１０軒を特

定空家等の候補といたしまして、法的な措

置を主に講じてきたところでございます。 

 令和３年度にかけまして、２軒を追加い

たしまして、１２軒のうち７軒の改善に至

っているというような状況でございます。

残り５軒については、引き続き令和４年度

も法的な措置を講じてまいります。 

 令和元年度には、その１０軒のうち１軒

を特定空家等に認定いたしております。こ

の空家法の第１４条第１項の規定により

ます指導という形で、この１軒について指

導を行ってまいりましたが、令和３年１０

月には改善が見られたというところでご

ざいます。 

 ただ、令和３年度には、特定空家候補の

うち１軒が非常に倒壊で危険というよう

な内容で、追加で特定空家等を認定いたし、

現在、指導を行っておるところでございま

す。 

 続きまして、専門家を入れてというよう

なお問いもあったかと思います。 

 現在、本市の職員によります空家等対策

の庁内調整会議、こちらの調査検討部会で

今、調査研究をさせていただいている内容

でございますが、相続放棄をされている空

き家につきまして、従来、空家法では相続

財産管理人等の民事上の制度を利用して

の解決は考えられておりませんでした。国

から令和３年６月に示された基本指針の

中で、それも解決の一つであるとされまし

たことから、その解決に向けて、現在調査

研究をいたしているところでございます。 

 今後、そのような内容が実例として出て

まいりましたら、空家対策庁内調整会議等

において、解決の手法の一つとして取り組

んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 答弁ありがとうござい

ました。もうこれで最後にしたいと思いま

す。 

 まず１番目、令和３年度補正予算の関連

でございます。ご答弁いただきました。あ

りがとうございました。 

 中期財政見通しとの関連で、これは２番

目の令和４年度の財政とも関連しますけ

ども、例えば、令和４年度の当初予算と中

期財政見通しの支出額を見ても、中期財政

見通しでは４１５億円やったんですけど、

実際には４４３億円になりました。これは

年率なんかが前倒しになっているので、予

算が高くなっているというのは分かりま

す。 

 ただ、歳出においても、これはＦＭ事業

のところは不透明というか、まだ明確にな

っていないところも大きな要因だと思い

ます。できるだけ精査をしていただくとい

うことになりますが、毎年のことになるの

と、それからこれが市民の目に触れてしま
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うというところに問題があると私は思っ

ていますので、私たちは当然こういうもん

だということは分かっていますけども、そ

れが額面どおり市民が受け止めることが

大変だと思っているわけでございます。で

きるだけ工夫していただいて、中期財政見

通しというのは一番厳しい見方をしてい

るけども、だからこれ以上、下がることは

ないというもんだと思っていますが、実際

には不用な要因があって、何か最低ではこ

うだけども、もう一つ想定できるのであれ

ば、二段書きになって表現するとか、何か

一遍考えてもらえたらいいと思っていま

す。これは要望としておきます。 

 次に、ＦＭ推進事業です。 

 千里丘小学校の件も関わってもらって

るとはいうものの、今回はそこまではでき

へんということですが、実際に生涯学習施

設と合築をされているという事例はあり

ます。全国でやっているのはありますし、

高槻市も市民活動施設をその一部に取り

込んで、後から開設をしているというよう

なこともあります。 

 しかし、１５年ぐらいしたら、また生徒

数が減ってくるんです。だから、そのとき

には空き教室がまたどんどん出てきます。

そのときには、何か違う用途でも使えるよ

うに考えておこうというのはありやと思

うんです。 

 減ってきたときには、どうするのか。こ

れはＦＭの話もあると思いますから、そう

いうことも踏まえて検討をお願いします。 

 それから、先ほど地域の声というのを言

うていただきましたけども、時間がないか

もしれませんけど、地域の意見も巻き込ん

で、学校づくりをやってるという事例もあ

ります。そういうところは、つくっている

段階から地域が入ってますから、当然、運

営し出す段階でもいろんな形で地域が絡

んでいくということでやってます。そうい

うのも一つの事例としてありますし、こう

いうのもＦＭの考え方だと思います。そう

いうことも踏まえて、よりよい公共施設に

するために、いろいろ研究をしていただい

て、これはぜひ前向きに捉えていただきた

いと思います。これは要望としておきます。 

 それから、本日は触れませんでしたけど

も、この人材の育成、特に担当課も含めて

人材の育成については、手を抜くことはな

く、しっかりと研修を重ねていって、各課

がこのＦＭの意識と技術を蓄積していか

ないといけません。資産活用課だけでは駄

目なんです。やっぱりそれぞれの課が担当

していますから、全ての課のレベルが上が

っていく、担当者のレベルが上がっていく

ことが大事やと思いますので、このことも

しっかりと要望しておきたいと思います。

いつも言ってくることなので、よろしくお

願いします。 

 それから、一つさっき言い忘れました。

１６番の千里丘５４号線の道路の改良事

業で、２．５メートルの幅員があって、今、

空き地のところはやるということだけど、

その奥に実は駐車場があります。そこも整

備ができると思うんやけども、そこは恐ら

く今回は入ってないと思います。やるんだ

ったらそこも同じように狭くて危ないの

で、もう一つ奥の駐車場部分もぜひ用地を

取得していただいて、歩道整備をしていた

だいて、より安全にしていただきたいとい

うことは、要望としておきますのでよろし

くお願いいたします。 

 特定空家の件についても、しっかり頑張

っていただいているというのはよく分か

りますので、これからもしっかりと頑張っ

ていただくということでよろしくお願い
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いたしまして、質問を終わります。 

○三好義治委員長 本日の委員会はこの

程度にとどめ、散会します。 

（午後４時５０分 散会） 
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